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西
郊
民
俗
談
話
会
会
則

一
、
本
会
は
西
郊
民
俗
談
話
会
と
称
す
る
。

二
、
本
会
は
会
員
相
互
の
連
絡
を
保
ち
な
が
ら
、
民
俗
学
の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

三
、
本
会
は
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　

（
１
）
会
誌
『
西
郊
民
俗
』
等
の
発
行
。

　

（
２
）
研
究
会
等
の
開
催
。

　

（
３
）
そ
の
他
。

四
、
本
会
の
会
員
は
本
会
の
目
的
に
賛
同
し
て
入
会
の
手
続
を
と
っ
た
も
の
と
す
る
。

五
、
本
会
の
会
員
は
会
費
と
し
て
年
額
二
、
〇
〇
〇
円
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

六
、
本
会
は
会
務
の
執
行
の
た
め
に
委
員
若
干
名
を
置
き
、
う
ち
一
名
を
代
表
委
員

と
す
る
。
委
員
の
選
出
は
総
会
に
お
い
て
行
い
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

七
、
本
会
は
必
要
に
応
じ
て
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

八
、
本
会
は
少
く
と
も
毎
年
一
回
の
総
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

九
、
こ
の
会
則
の
変
更
は
総
会
の
決
議
に
よ
る
。

『
西
郊
民
俗
』
投
稿
案
内

『
西
郊
民
俗
』
は
年
四
回
（
三
・
六
・
九
・
十
二
月
）
に
刊
行
し
て
い
ま
す
。
本

会
会
員
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
民
俗
学
に
関
す
る

報
告
・
論
説
・
記
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
地
域
の
も
の
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

論
考
・
調
査
報
告
・
資
料
紹
介
・
資
料
翻
刻
・
問
題
提
起
等
、
原
稿
の
長
短
に
関
わ

ら
ず
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
短
報
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

投
稿
に
際
し
て
次
の
点
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
投
稿
方
法

で
き
る
だ
け
電
子
デ
ー
タ
原
稿
で
お
願
い
し
ま
す
。
本
文
・
写
真
・
図
表
を
収

録
し
た
Ｃ
Ｄ
・
メ
モ
リ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
等
の
デ
ー
タ
メ
デ
ィ
ア
郵
送
、
ま
た
は
メ

ー
ル
送
信
で
お
送
り
下
さ
い
。
そ
の
プ
リ
ン
ト
紙
を
と
も
に
郵
送
し
て
下
さ
い
。

メ
ー
ル
送
信
で
も
、
プ
リ
ン
ト
紙
は
郵
送
し
て
下
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
手
書
き
原
稿

も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

二
、
写
真
・
図
等

写
真
・
図
等
は
、
電
子
デ
ー
タ
の
本
文
に
貼
り
付
け
な
い
で
、
写
真
一
点
ご
と

の
別
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
校
正

執
筆
者
校
正
は
、
初
校
を
郵
送
し
ま
す
の
で
返
送
し
て
下
さ
い
。
執
筆
者
校
正

は
初
校
の
み
と
い
た
し
ま
す
。
注
の
付
け
方
等
の
本
文
の
体
裁
は
、
編
集
上
の
調

整
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

五
、『
西
郊
民
俗
』
Ｐ
Ｄ
Ｆ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開

二
五
八
号
か
ら
、
西
郊
民
俗
談
話
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
会
誌
の
発

行
後
一
年
を
経
過
し
た
時
に
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
を
行
い
ま

す
。
今
後
の
投
稿
に
際
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
を
了
承
し
た
上
で
の
投
稿

を
お
願
い
し
ま
す
。
既
刊
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
に
つ
い

て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

六
、
原
稿
送
り
先　

会
誌
編
集
担
当

久
野
俊
彦　

〒329-0433　

栃
木
県
下
野
市
緑
四‒

六‒

七

Ｅ
メ
ー
ル　

hto4sano@
yahoo.co.jp

『
西
郊
民
俗
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
案
内

既
刊
分
の
会
誌
の
販
売
価
格
は
一
部
五
〇
〇
円
で
す
。
在
庫
分
は
二
四
九
号
か
ら

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
会
務
担
当
宛
お
申
し
込
み
下
さ
い
。
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過
疎
集
落
に
お
け
る
周
期
的
祭
礼
の
行
方

―
福
島
県
大
沼
郡
金
山
町
上
横
田
の
熊
野
神
社
渡
御
祭
―
（
一
）

滝　

沢　

智　

宏

第
一
章　

先
行
研
究
と
問
題
設
定

　

第
一
節　

先
行
研
究

従
来
の
祭
礼
研
究
で
は
、
祭
礼
集
団
の
構
造
や
祭
礼
の
果
た
す
機
能
に
関
す
る
研

究
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
祭
礼
に
関
す
る
語
り
や
記
憶
の
研
究
へ
と
移
行
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
祭
礼
の
担
い
手
集
団
が
拡
大
、
多
様
化
し
、
個
々
の
担
い
手
と

祭
礼
と
の
か
か
わ
り
や
経
験
を
一
元
的
に
分
析
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

民
俗
学
に
お
け
る
記
憶
の
研
究
は
、
社
会
学
な
ど
隣
接
分
野
に
よ
る
ラ
イ
フ
ヒ
ス

ト
リ
ー
研
究
と
関
連
づ
け
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
岩
本
通
弥
は
、
現
象
や

方
法
と
し
て
の
記
憶
に
関
わ
り
最
も
頼
っ
て
き
た
の
は
民
俗
学
で
あ
る
と
断
言
し
て

い
る
。
か
つ
て
民
俗
学
で
は
、
客
観
性
や
確
実
性
を
担
保
す
る
文
書
資
料
や
数
量
的

資
料
な
ど
の
「
記
録
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
対
し
て
岩
本
は
、
民
俗
学

に
お
い
て
「
記
憶
」
が
最
も
本
質
的
な
存
在
で
あ
り
、
民
俗
学
が
行
っ
て
き
た
聞
き

書
き
が
、
話
者
と
調
査
者
の
対
話
を
通
じ
て
、
話
す
者
の
心
象
世
界
を
捉
え
ら
れ
る

技
法
だ
と
述
べ
て
い
る
。
過
去
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
、
物
語
る
こ
と
に
よ
る
過

去
の
再
構
築
、
そ
の
記
憶
化
の
過
程
を
捉
え
る
上
で
、
改
め
て
聞
き
書
き
の
技
法
を

問
い
直
し
て
い
る
〔
岩
本　

二
〇
〇
三
：
一‒

一
三
〕。

祭
礼
に
携
わ
る
多
様
な
立
場
の
人
々
が
語
る
こ
と
で
、
自
己
や
過
去
を
い
か
に
再

構
築
し
て
い
る
の
か
、
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
祭
礼
を
調
査
し
た
研
究
者
と
し
て
、
中

野
紀
和
と
足
立
重
和
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
野
は
、
福
岡
県
北
九
州
市
の
小
倉
祇
園
太

鼓
に
関
わ
る
集
団
の
複
数
性
、
及
び
、
立
場
に
よ
る
記
憶
の
複
数
性
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
運
営
主
体
が
神
社
や
保
存
振
興
会
、
町
内
、
企
業
な
ど
多
様
で
あ
る
な

か
で
、
若
者
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
有
志
チ
ー
ム
が
、
祭
礼
で
行
き
場
を
失
っ
た

人
々
の
受
け
皿
と
し
て
生
ま
れ
、
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
中
野　

一
九
九
六
ａ
、
一
九
九
六
ｂ
〕。
ま
た
、
祭
礼
を
運
営
す
る
人
々
と
彼
ら
が
生
み
出

す
支
配
的
言
説
に
着
目
し
て
き
た
従
来
の
祭
礼
研
究
を
批
判
し
、
支
配
的
言
説
に
対

抗
し
た
り
、
時
に
は
そ
れ
を
許
容
し
て
取
り
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
自
ら
の
位
置
づ

け
を
語
り
の
中
で
再
構
築
し
て
い
く
人
々
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
共
同
体
内
の
複

数
の
記
憶
の
併
存
状
況
を
指
摘
し
て
い
る
〔
中
野　

二
〇
〇
三
ａ
〕。
具
体
的
に
は
、

歴
史
的
な
土
地
柄
と
結
び
つ
い
た
記
憶
か
ら
な
る
優
位
性
を
語
る
者
や
、
メ
デ
ィ
ア

を
取
り
込
み
、
自
ら
を
正
当
化
す
る
論
理
を
生
み
出
し
て
い
る
者
、
土
地
と
の
結
び

つ
き
を
考
慮
し
つ
つ
も
自
身
の
感
覚
を
重
視
し
た
新
た
な
枠
組
み
を
設
け
る
者
な
ど

多
様
で
あ
る
。
小
倉
の
人
々
は
、
各
々
の
「
小
倉
」
と
い
う
場
所
性
を
獲
得
し
、
自

ら
を
「
小
倉
の
者
」
と
内
側
に
位
置
づ
け
、「
内
と
外
」
の
横
の
関
係
や
土
地
の
象

徴
性
、
祭
礼
の
中
心
や
権
力
と
い
っ
た
縦
の
関
係
の
中
に
い
る
と
い
う
〔
中
野　

二

〇
〇
三
ｂ
〕。

足
立
重
和
は
岐
阜
県
郡
上
市
八は

ち

幡ま
ん

町ち
よ
う

の
正
調
郡
上
お
ど
り
を
調
査
し
、
地
元
住

民
が
現
在
の
郡
上
お
ど
り
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
観
光

化
や
文
化
財
指
定
、
徒
弟
制
の
あ
る
保
存
会
に
よ
っ
て
、
踊
り
が
本
来
の
担
い
手
で

あ
る
住
民
の
手
か
ら
離
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
住
民
は
、
観
光
化
以
前

に
は
あ
っ
た
「
風
情
」
が
、
現
在
に
は
な
い
と
述
べ
る
。
足
立
に
よ
れ
ば
、「
風

情
」
と
は
住
民
の
集
合
的
な
記
憶
か
ら
な
る
各
時
代
の
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在

の
踊
り
へ
の
違
和
感
と
い
う
文
脈
で
の
み
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
住
民
を
、

足
立
は
「
伝
統
文
化
へ
の
批
判
を
契
機
に
過
去
を
な
つ
か
し
む
主
体
」〔
足
立　

二

〇
〇
四
ｂ
：
四
九
〕
と
位
置
づ
け
、
井
之
口
章
次
の
「
理
念
上
の
過
去
」〔
井
之
口

　

一
九
七
七
：
一
〇
〕
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
住
民
の
実
践
を
描
く
。
か
つ
て
の
よ

う
な
即
興
性
、
偶
然
性
、
競
い
合
い
な
ど
の
「
社
会
的
な
し
か
け
」
を
意
図
的
に
取
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り
込
ん
だ
住
民
の
実
践
を
明
ら
か
に
し
、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
・
セ
ル
フ
」〔
足
立　

二
〇
〇
四
ｂ
：
四
九
〕
に
よ
る
伝
統
文
化
の
継
承
を
唱
え
る
〔
足
立　

二
〇
〇
四
ａ
、

二
〇
〇
四
ｂ
〕。

中
野
や
足
立
の
研
究
は
、
祭
礼
に
関
わ
る
人
々
が
、
過
去
を
想
起
し
な
が
ら
、
現

在
を
解
釈
し
、
未
来
を
構
築
し
て
い
く
様
を
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
調
査
者
と
話

者
の
対
話
と
い
う
行
為
を
通
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
倉
や
郡
上
の
事
例
か
ら
、

担
い
手
の
中
で
も
立
場
に
よ
っ
て
祭
礼
へ
の
考
え
が
異
な
り
、
祭
礼
に
関
わ
る
人
々

の
集
合
的
な
記
憶
か
ら
、
各
々
が
想
起
し
現
在
の
自
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
ら
の

立
場
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
「
集
合
的
記
憶
」
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
集
合
的
記
憶
は
社
会
学
者

の
Ｍ
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
自
己
の
記
憶
が
他
者
の
記
憶
に

よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
た
め
に
は
、
両
者
が
同
一
社
会
に
継
続
し
て
属
し
て
お
り
、
共

通
の
所
与
や
観
念
の
上
に
想
い
出
が
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
記

憶
は
個
人
の
内
部
で
の
み
喚
起
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
他
者
と
理
解
し
合
っ
て
い

る
区
分
に
従
い
、
あ
る
集
団
の
成
員
で
あ
る
限
り
喚
起
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
個

人
で
あ
る
自
己
や
他
者
の
記
憶
を
含
み
、
集
団
と
し
て
保
持
し
て
い
る
、
よ
り
広
い

記
憶
が
集
合
的
記
憶
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
個
人
的
記
憶
が
集
合
的
記
憶
に
内
包
さ

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
集
合
的
記
憶
が
個
人
的
記
憶
と
混
合
す
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
歴
史
と
は
出
来
事
が
過
ぎ
去
り
、
後
に
な
っ
て
か
ら
認
知
さ
れ
る
。
歴
史
は

集
団
の
外
部
に
あ
っ
て
連
続
し
て
い
る
出
来
事
に
区
分
を
導
入
し
て
固
定
化
し
て
し

ま
う
。
対
し
て
、
集
合
的
記
憶
は
「
過
去
か
ら
、
そ
の
記
憶
の
中
で
、
今
な
お
生
き

て
い
る
も
の
し
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
記
憶
を
保
っ
て
い
る
集
団
の
意
識
の
中
で
し

か
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
し
か
保
持
し
て
い
な
い
」〔
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス　

一

九
八
九
：
八
八
〕。
集
合
的
記
憶
は
集
団
が
継
続
す
る
間
の
み
存
在
す
る
た
め
、
構

成
員
の
消
失
や
変
化
に
対
応
し
て
集
合
的
記
憶
も
変
わ
り
続
け
る
の
で
あ
る
〔
ア
ル

ヴ
ァ
ッ
ク
ス　

一
九
八
九
：
一‒

九
九
〕。
小
倉
や
郡
上
の
事
例
で
は
、
そ
の
人
が

祭
礼
に
ど
の
よ
う
に
携
わ
っ
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
保
持
す
る
記
憶
が
異
な
っ
て
い

た
。
あ
る
い
は
祭
礼
に
対
し
て
同
じ
記
憶
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
的
に
集

団
が
確
定
す
る
と
も
い
え
る
。

中
野
や
足
立
の
調
査
は
都
市
祭
礼
で
あ
る
が
、
中
山
間
地
域
の
農
村
に
お
け
る
祭

礼
で
も
同
様
に
、
祭
礼
を
め
ぐ
る
人
々
の
記
憶
に
基
づ
く
語
り
を
捉
え
る
こ
と
は
有

効
だ
と
考
え
る
。
祭
礼
は
、
開
催
さ
れ
る
土
地
や
人
々
の
変
化
に
対
応
し
て
変
容
し
、

開
催
さ
れ
て
き
た
。
近
年
の
農
村
で
の
祭
礼
や
芸
能
の
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
な
対

象
地
で
も
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
牧
野
修
哉
に
よ
る
長
野
県
南
佐

久
郡
小こ

海う
み

町ま
ち

親お
や

沢ざ
わ

集
落
の
人
形
三
番
叟
〔
牧
野　

二
〇
二
一
ｂ
〕
の
事
例
や
、
金
子

祥
之
の
千
葉
県
印
旛
郡
栄さ

か
え

町ま
ち

酒さ
か

直な
お

の
オ
ビ
シ
ャ
行
事
〔
金
子　

二
〇
二
一
〕
の
事

例
な
ど
、
い
ず
れ
も
担
い
手
が
不
足
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
継
承
の
仕
組
み
や
価
値

観
の
変
化
に
合
わ
せ
て
規
約
を
変
更
し
て
、
継
承
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　

第
二
節　

問
題
設
定

農
村
に
お
け
る
祭
礼
は
、「
地
域
社
会
の
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
」〔
牧
野　

二
〇
二
一

ａ
：
二
〕
と
捉
え
ら
れ
、
祭
礼
に
参
加
す
る
こ
と
や
そ
の
継
続
は
自
明
で
あ
っ
た
。

祭
礼
は
地
域
社
会
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
実
情
が
祭
礼
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
住
民
の
高
齢
化
や
人
口
流
出
に
よ
る
過
疎
化
が
進

み
、
祭
礼
の
開
催
が
困
難
に
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。
ま
た
、
移
住
者
が
増
加
し
て
も

祭
礼
に
関
心
が
な
け
れ
ば
、
参
加
が
自
明
で
は
な
く
な
り
祭
礼
の
継
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。

筆
者
が
生
ま
れ
育
っ
た
福
島
県
大
沼
郡
金か

ね

山や
ま

町ま
ち

上か
み

横よ
こ

田た

に
あ
る
熊
野
神
社
の
渡
御

祭
（
以
下
、
渡
御
祭
）
も
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
熊
野
神
社
は
上
横
田
の
氏
神

で
あ
り
、
渡
御
祭
は
氏
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
渡
御
祭
は
七
年
に
一
度
開
催

さ
れ
る
周
期
的
祭
礼
で
あ
り
、
開
催
年
に
は
渡
御
祭
実
行
委
員
会
（
以
下
、
実
行
委
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員
会
）
が
結
成
さ
れ
、
渡
御
祭
の
準
備
と
運
営
を
行
う
。
筆
者
自
身
も
平
成
一
九
年

度
の
渡
御
祭
で
小
学
生
男
児
し
か
務
め
ら
れ
な
い
随ず

い

身し
ん

と
い
う
役
割
を
担
っ
た
経
験

が
あ
る
。
当
時
か
ら
一
四
年
も
経
ち
、
上
横
田
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
特
に

近
年
は
旧
来
か
ら
上
横
田
に
暮
ら
す
氏
子
が
減
り
、
氏
子
の
み
で
渡
御
祭
を
開
催
す

る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
六
年
度
の
渡
御
祭
で
は
、
氏
子
で
は
な
い

集
落
内
の
町
営
住
宅
や
近
隣
地
区
の
住
民
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
ど
う
に
か
渡
御
祭

を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
令
和
三
年
度
の
渡
御
祭
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
も
あ
り
中
止
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
過
疎
化
は
止
ま
ら
な
い
。

都
市
祭
礼
で
も
農
村
の
祭
礼
で
も
、
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
う

し
た
祭
礼
で
あ
れ
ば
担
い
手
が
い
る
限
り
、
祭
礼
の
継
承
は
そ
こ
ま
で
難
し
く
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
横
田
の
渡
御
祭
の
よ
う
に
、
七
年
に
一
度
と
い
っ
た

周
期
性
が
あ
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
渡
御
祭
の
開
催
に
は
六
年
間
に
空
白
期
間

が
生
じ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
の
は
担
い
手
た
ち
の
記
憶
だ
と
考
え
る
。

長
年
関
わ
っ
て
き
た
担
い
手
た
ち
の
集
合
的
記
憶
が
継
承
の
仕
組
み
に
介
在
し
て
い

る
と
仮
定
し
て
、
渡
御
祭
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
、
牧
野
や
金
子
の
先
行
研
究
に
も
あ
る
よ
う
に
、
祭
礼
と
村
落
社
会
は
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
祭
礼
の
担
い
手
が
拡
大
し
た
り
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、

村
落
社
会
が
変
動
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
同
様
に
渡
御
祭
も
開
催
さ
れ
る
度
に
、

時
々
の
上
横
田
の
状
況
が
反
映
さ
れ
、
担
い
手
の
範
囲
が
拡
大
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

渡
御
祭
を
通
し
て
上
横
田
の
あ
り
方
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
渡
御
祭
や
村
落
運
営
の
面
で
も
、
こ
れ

ま
で
の
よ
う
な
継
承
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
住
民
た
ち
の
語
り
を

通
し
て
、
過
疎
化
の
進
む
上
横
田
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い

く
。本

稿
で
は
、
次
の
第
二
章
で
熊
野
神
社
の
歴
史
を
述
べ
、
氏
子
と
は
ど
の
よ
う
な

人
々
を
指
す
の
か
を
示
す
。
第
三
章
で
は
渡
御
祭
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
。
平
成

一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で
の
渡
御
祭
に
お
い
て
、
事
前
の
準
備
や
運
営
、

当
日
ど
の
よ
う
に
渡
御
祭
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
ま
と
め
る
。
そ
の
上
で
確
認
で

き
る
渡
御
祭
の
記
録
か
ら
、
明
治
か
ら
平
成
ま
で
の
渡
御
祭
が
ど
の
よ
う
に
開
催
さ

れ
て
き
た
の
か
を
述
べ
る
。
そ
の
際
、
上
横
田
が
辿
っ
て
き
た
歴
史
と
照
ら
し
合
わ

せ
、
時
々
の
社
会
状
況
と
渡
御
祭
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
の
視
点
か
ら
、
渡
御

祭
が
い
か
な
る
変
遷
を
し
て
き
た
の
か
を
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
第
四
章
で
は
こ
れ

ま
で
渡
御
祭
に
携
わ
っ
て
き
た
人
物
へ
の
聞
き
書
き
か
ら
、
住
民
が
渡
御
祭
を
ど
の

よ
う
に
記
憶
し
語
る
の
か
、
渡
御
祭
を
通
じ
て
村
落
と
し
て
の
「
上
横
田
」
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

第
二
章　

調
査
地
及
び
熊
野
神
社
の
概
要

　

第
一
節　

調
査
地
の
概
況
と
歴
史

福
島
県
大
沼
郡
金
山
町
は
会
津
地
方
の
南
西
部
に
位
置
し
、
北
は
新
潟
県
東ひ

が
し

蒲か
ん

原ば
ら

郡ぐ
ん

阿あ

賀が

町ま
ち

、
南
は
大
沼
郡
昭し
よ
う

和わ

村む
ら

、
東
は
大
沼
郡
三み

島し
ま

町ま
ち

、
西
は
南
会
津
郡
只た
だ

見み

町ま
ち

と
接
し
て
い
る
。
総
面
積
二
九
三
・
九
二
㎢
、
世
帯
数
は
一
、
〇
二
一
戸
、
人

口
は
一
、
八
七
八
人
（
男
性
九
一
七
人
、
女
性
九
六
一
人
）〔
令
和
三
年
一
二
月
一

日
付
。
金
山
町,online:kaneyam

am
atijinkou-reiw

a3.htm
l

〕
で
あ
る
。
町
は
八

〇
〇
ｍ
か
ら
一
、
三
〇
〇
ｍ
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
町
の
南
西
か
ら
北
東
に
か
け
て
只

見
川
が
流
れ
て
い
る
〔
金
山
町,online:profile.htm

l

〕。
町
内
に
は
三
〇
の
行
政
区

が
あ
り
、
主
に
只
見
川
や
そ
の
支
流
沿
い
に
集
落
を
形
成
し
て
い
る
。

昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
の
町
村
制
に
よ
っ
て
川か

わ

口ぐ
ち

村
、
本ほ
ん

名な

村
、
沼ぬ
ま

沢ざ
わ

村
、

横よ
こ

田た

村
が
誕
生
し
た
。
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
は
四
村
が
合
併
し
て
金
山
村

と
な
り
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
に
町
制
施
行
に
よ
っ
て
現
在
の
金
山
町
と
な

っ
た
。
金
山
と
い
う
地
名
は
江
戸
時
代
の
地
方
名
で
あ
る
「
金か

ね

山や
ま

谷だ
に

」
が
由
来
で
あ

る
。上

横
田
は
現
在
の
行
政
区
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
町
の
南
西
部
に
位
置
す
る
。
世
帯
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数
は
六
四
戸
、
人
口
は
一
二
〇
人
（
男
性
五
九
人
、
女
性
六
一
人
）〔
令
和
三
年
一

二
月
一
日
付
。
金
山
町,online:kaneyam

am
atijinkou-reiw

a3.htm
l

〕、
高
齢
化

率
は
四
〇
・
〇
％
〔
令
和
三
年
一
二
月
一
日
付
。
金
山
町
住
民
課
提
供
〕
で
あ
る
。

集
落
の
北
は
只
見
川
が
流
れ
、
南
に
は
四し

じ
ゆ
う
く
い
ん

十
九
院
峠
が
あ
り
、
川
と
山
の
間
に
挟
ま

れ
て
い
る
環
境
で
あ
る
。
集
落
内
に
は
東
西
に
町
道
が
通
り
、
東
側
で
国
道
二
五
二

号
に
接
続
し
て
い
る
。
町
道
と
国
道
の
両
側
に
民
家
が
並
ぶ
。
町
道
と
並
行
す
る
よ

う
に
Ｊ
Ｒ
只
見
線
が
通
り
、
集
落
内
に
は
会
津
横
田
駅
が
あ
る
。
東
側
は
横
田
、
只

見
川
を
隔
て
て
北
側
は
大お

お

塩し
お

、
土つ
ち

倉く
ら

、
西
側
は
田た

沢ざ
わ

の
各
行
政
区
と
接
し
て
い
る
。

熊
野
神
社
は
集
落
の
西
端
、
民
家
の
並
び
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
。
な
お
、
本
稿

に
お
け
る
「
上
横
田
」
は
、
行
政
区
で
あ
る
「
上
横
田
区
」
と
同
一
の
も
の
と
す
る
。

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）、
奥
州
征
討
の
功
に
よ
っ
て
源
頼
朝
よ
り
山
内
経
俊
が

会
津
伊
北
荘
を
賜
り
、
子
孫
の
山
内
氏
勝
の
時
代
ま
で
一
二
代
四
〇
〇
年
も
の
間
、

旧
横
田
村
地
域
を
領
地
と
し
て
い
た
。
こ
の
山
内
家
に
仕
え
る
大
番
頭
四
人
組
の
筆

頭
で
あ
っ
た
滝
沢
河
内
が
上
横
田
に
居
を
定
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
滝
沢
河
内
は
、

天
正
年
間
（
一
五
七
三‒

一
五
九
二
）
に
、
一
族
に
上
横
田
の
開
墾
を
さ
せ
、
分
家

を
増
や
し
て
い
き
、
滝
沢
姓
に
よ
る
集
落
が
形
成
さ
れ
た
。『
瀧
澤
河
内
忠
長
傳
』

に
よ
れ
ば
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）、
山
内
家
は
伊
達
政
宗
に
攻
め
ら
れ
、
敗

北
の
後
、
土
地
を
没
収
さ
れ
た
。
同
時
に
滝
沢
河
内
も
没
落
し
、
元
の
館
跡
か
ら
家

を
移
動
さ
せ
た
。
そ
の
家
は
滝
沢
河
内
が
先
祖
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
横
田
の
総
本

家
と
言
わ
れ
て
い
る
。
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）、
会
津
藩
主
の
保
科
正
之
に
よ
る

『
会
津
風
土
記
』
に
は
「
横
田
、
端
村
二　

上
横
田
・
高た

か

根ね

澤ざ
わ

」
と
あ
り
、
上
横
田

は
横
田
の
端
村
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
一
四‒

二
三
〕。

大
正
時
代
ま
で
上
横
田
が
端
村
で
あ
る
状
態
は
続
い
た
。
行
政
区
上
は
横
田
で
あ

り
、
区
費
は
横
田
に
納
め
て
い
た
。
た
だ
、
上
横
田
に
は
区
長
代
理
が
置
か
れ
、
自

治
権
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
総
会
に
よ
っ
て
上
横
田
内
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い

た
〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
八
五‒

八
六
〕。

図１　上横田地図
出典：地理院地図より筆者加筆
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そ
の
後
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
に
横
田
よ
り
行
政
区
が
分
離
し
、
上
横
田

区
が
発
足
し
た
。
ま
た
、
上
横
田
で
は
、
旧
来
か
ら
あ
っ
て
、
新
し
く
て
も
明
治
期

頃
ま
で
に
成
立
し
た
家
々
を
旧
戸
、
旧
戸
の
成
立
以
降
に
分
家
や
移
住
に
よ
っ
て
成

立
し
た
家
々
を
新
戸
と
い
う（１
）。
か
つ
て
は
上
横
田
区
と
は
二
六
戸
の
旧
戸
だ
と
さ
れ

て
い
た
が
、
戦
後
以
降
は
新
戸
も
含
め
て
上
横
田
区
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
に
は
只
見
村
（
現
只
見
町
）
で
田
子
倉
ダ

ム
建
設
工
事
が
開
始
さ
れ
、
資
材
運
搬
用
の
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
三

〇
年
（
一
九
五
五
）
に
横
田
鉱
山
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五

九
）
に
生
産
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
戦
後
の
復
興
期
で
あ
り
、
国
家
の
課
題

で
あ
っ
た
電
気
や
鉱
物
資
源
の
確
保
が
急
が
れ
た
。
当
時
は
分
家
や
鉱
山
で
働
く
た

め
の
移
住
で
新
戸
の
住
民
が
増
え
て
い
っ
た
が
、
更
な
る
鉱
山
雇
用
の
需
要
の
高
ま

り
を
受
け
て
、
上
横
田
に
社
宅
や
ア
パ
ー
ト
が
建
設
さ
れ
て
い
き
人
口
は
増
え
て
い

っ
た
。
同
時
期
に
第
一
次
区
画
整
理
も
行
わ
れ
た
。
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
に

金
山
町
の
人
口
が
一
〇
、
一
一
九
人
（
国
勢
調
査
）〔
金
山
町,online:profile.

htm
l

〕
と
ピ
ー
ク
に
な
っ
た
が
、
只
見
川
流
域
ダ
ム
の
竣
工
、
鉱
物
需
要
の
低
下

に
よ
っ
て
、
居
住
し
て
い
た
関
係
者
が
離
れ
、
人
口
は
減
少
に
転
じ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）、
電
源
開
発
株
式
会
社
か
ら
鉄
道
が
譲
渡
さ
れ
、

旅
客
鉄
道
と
し
て
会
津
川
口
・
只
見
間
が
延
伸
開
業
し
た
〔
福
島
県

,online:history/

〕。
上
横
田
に
は
会
津
横
田
駅
が
設
け
ら
れ
、
鉱
山
関
係
者
の
住

宅
も
含
め
る
と
上
横
田
全
体
で
一
五
〇
戸
に
も
な
っ
た
。
翌
昭
和
三
九
年
（
一
九
六

四
）
に
は
旧
戸
と
新
戸
、
鉱
山
従
事
者
に
よ
り
人
口
が
増
え
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な

る
区
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
自
治
組
織
や
会
議
、
普
請
の
規
則
を
改
め
て
、
上

横
田
部
落
規
程
が
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
に
は
横
田

鉱
山
が
休
山
し
、
多
く
の
鉱
山
従
事
者
、
そ
の
家
族
ら
が
上
横
田
を
離
れ
て
い
っ
た

〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
九
八‒

一
〇
八
〕。

ま
た
、
昭
和
六
二
年
度
か
ら
平
成
九
年
度
に
か
け
て
、
上
横
田
に
一
戸
建
公
営
住

宅
が
六
棟
、
教
員
住
宅
が
二
棟
、
定
住
促
進
住
宅
が
二
棟
建
設
さ
れ
た
〔
金
山
町　

二
〇
一
七
：
一
八
〕。
現
在
、
町
営
住
宅
に
は
金
山
町
内
の
他
地
区
出
身
者
や
町
外

か
ら
の
移
住
者
、
教
員
ら
が
暮
ら
し
て
い
る
。
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
現
在
も
、

上
横
田
で
は
定
住
促
進
の
町
営
住
宅
の
建
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。

戦
後
の
上
横
田
で
は
、
鉄
道
敷
設
や
鉱
山
事
業
で
急
速
的
に
新
戸
や
移
住
者
が
増

え
た
。
鉱
山
の
休
山
と
共
に
人
口
は
減
少
す
る
が
、
平
成
に
か
け
て
町
営
住
宅
の
建

設
が
進
み
、
移
住
者
が
一
定
数
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。
上
横
田
は
戦
後
の
産
業
の
発

展
と
衰
退
、
町
の
移
住
施
策
と
関
連
し
て
人
口
が
増
減
し
、
旧
戸
と
新
戸
の
住
民
、

そ
し
て
移
住
者
が
共
に
生
活
を
営
ん
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
節　

熊
野
神
社
の
概
要

　

一
、
熊
野
神
社
の
歴
史
と
現
在

寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
『
会
津
神
社
誌
』
に
よ
る
と
、
建
久
二
年
（
一
一

九
一
）
に
山
内
経
俊
の
孫
で
あ
る
季
基
に
よ
り
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
志
賀
郡
坂
本

村
か
ら
勧
請
さ
れ
、
熊
野
大
権
現
と
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

に
は
、
保
科
正
之
に
よ
っ
て
紀
州
（
和
歌
山
県
）
熊
野
本
宮
よ
り
御
分
霊
し
た
た
め
、

社
名
が
熊
野
大
神
宮
に
改
め
ら
れ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
神
社
御
改
正
規

制
に
よ
り
、
神
社
法
が
改
定
さ
れ
、
熊
野
神
社
と
改
め
ら
れ
た
。
上
横
田
の
他
に
滝た

き

沢ざ
わ

と
大お
お

岐ま
た

の
各
集
落
に
も
熊
野
神
社
が
あ
り
、
こ
の
三
社
を
熊
野
三
社
と
称
し
て
、

地
域
か
ら
厚
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
二
二
九‒

二
三
〇
〕。

熊
野
神
社
で
は
例
大
祭
と
渡
御
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
例
大
祭
は
毎
年
行
わ
れ
、

七
年
に
一
度
渡
御
祭
を
行
う
。
神
社
の
管
理
は
社
総
代
と
宮
番
が
行
う
。
社
総
代
は

三
名
お
り
、
う
ち
一
名
は
区
長
が
兼
任
す
る
。
社
総
代
は
例
大
祭
や
渡
御
祭
な
ど
、

神
社
の
行
事
の
準
備
、
運
営
を
中
心
と
な
っ
て
行
う
。
上
横
田
区
の
範
囲
が
旧
戸
だ

と
さ
れ
て
い
た
頃
、
区
の
運
営
や
渡
御
祭
の
準
備
、
祭
礼
の
担
い
手
は
旧
戸
だ
っ
た
。

区
長
や
社
総
代
も
旧
戸
の
者
が
務
め
、
新
戸
が
携
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
戦
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後
、
旧
戸
と
新
戸
の
格
差
は
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
区
長
や
社
総
代
は
旧

戸
の
者
が
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
平
成
一
〇
年
代
に
入
っ
て
初
め
て
上
横
田
外

出
身
者
が
区
長
に
就
任
し
、
現
在
で
は
人
口
が
減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
旧
戸
・
新
戸

が
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。

宮
番
は
神
社
関
係
の
雑
用
を
行
う
係
で
、
氏
子
が
毎
年
回
り
番
で
担
う
。
宮
番
は

例
大
祭
一
週
間
前
の
日
曜
日
に
食
器
を
洗
っ
た
り
境
内
の
掃
除
を
し
た
り
す
る
。
宮

番
は
現
在
三
名
お
り
、
毎
年
区
長
が
家
の
並
び
順
に
氏
子
を
任
命
す
る
。

　

二
、
氏
子

氏
子
と
は
交
際
加
入
者
の
こ
と
を
い
う
。
交
際
加
入
者
に
つ
い
て
は
上
横
田
区
規

約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
上
横
田
部
落
規
程
は
平
成
一
九
年
時
点
で
現
行
の

上
横
田
区
規
約
に
改
称
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
規
約
の
条
文
で
あ
る
。

第
一
条　

上
横
田
区
民
と
は
通
称
上
横
田
と
称
す
る
地
域
即
ち
、
字
浜は

ま

子こ

、
字

上
横
田
、
字
松ま

つ

木き

平だ
い
ら

、
字
目め

黒ぐ
ろ

、
字
山や
ま

根ね

、
字
上か
み

原は
ら

の
一
部
に
永
住
し
て
、

区
に
交
際
す
る
世
帯
の
集
ま
り
を
言
う
（
後
略
）。

第
二
条　

区
民
と
は
第
一
条
の
地
域
に
永
住
の
意
志
を
以
て
居
住
す
る
も
の
を

言
う
。
た
だ
し
、
財
産
、
資
産
等
を
所
有
す
る
人
は
定
住
し
て
い
な
く
と
も
区

民
と
み
な
し
、
委
員
会
で
協
議
す
る
。

条
文
に
「
交
際
加
入
者
」
の
文
言
は
な
い
が
、
第
一
条
、
第
二
条
よ
り
上
横
田
に

永
住
し
て
お
り
（
ま
た
は
永
住
の
意
志
が
あ
り
）、
区
と
交
際
し
て
い
る
世
帯
が
上

横
田
区
民
で
あ
り
、
交
際
加
入
者
だ
と
い
え
る
。
交
際
加
入
者
は
、
神
社
や
冠
婚
葬

祭
関
係
の
催
し
、
区
の
普
請
や
寄
合
な
ど
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

区
費
の
他
に
渡
御
祭
準
備
金
と
い
っ
て
、
年
間
で
二
、
〇
〇
〇
円
を
神
社
会
計
に
納

め
て
い
る
。
ま
た
、
毎
年
神
社
の
神
札
は
交
際
加
入
者
に
の
み
配
布
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
熊
野
神
社
の
氏
子
は
交
際
加
入
者
だ
と
い
え
る
。

一
方
、
交
際
加
入
者
以
外
の
区
分
と
し
て
は
、「
み
な
し
区
民
」
と
「
非
交
際
加

入
者
」
が
あ
る
。
み
な
し
区
民
は
第
二
条
の
後
半
に
該
当
す
る
。
居
住
は
し
て
い
な

い
も
の
の
、
土
地
や
家
屋
等
の
財
産
、
資
産
を
所
有
し
て
い
る
た
め
、
区
民
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
か
つ
て
上
横
田
出
身
者
で
、
現
在
は
暮
ら
し
て
い
な

い
が
、
た
ま
に
家
に
訪
れ
る
と
い
っ
た
関
わ
り
を
続
け
て
い
る
。
非
交
際
加
入
者
は

居
住
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で
永
住
の
意
志
が
な
い
者
を
い
う
。
主
に
移
住
者
、

町
営
住
宅
の
住
民
、
教
員
ら
が
該
当
す
る
。
非
交
際
加
入
者
に
は
区
の
催
し
に
参
加

す
る
義
務
は
な
い
が
、
近
年
の
人
口
減
少
を
受
け
て
、
普
請
な
ど
一
部
の
共
同
作
業

に
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。
非
交
際
加
入
者
が
交
際
加
入
者
に
な
る
に
は
、

普
請
や
公
民
館
の
清
掃
な
ど
、
区
の
共
同
作
業
に
参
加
す
る
中
で
、
他
の
住
民
と
親

し
く
な
り
、
上
横
田
に
永
住
す
る
意
志
を
示
し
、
他
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
交
際
加
入
が
成
立
す
る
。

以
上
、
本
章
で
は
上
横
田
区
と
熊
野
神
社
の
概
要
を
見
て
き
た
。
熊
野
神
社
の
運

営
や
毎
年
行
わ
れ
る
例
大
祭
は
、
社
総
代
と
区
役
員
を
中
心
に
氏
子
の
み
で
行
う
こ

と
が
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
渡
御
祭
と
な
る
と
、
氏
子
だ
け
で
は
人
手
が
足
り
な

い
の
で
、
現
状
で
は
氏
子
で
は
な
い
非
交
際
加
入
者
（
主
に
町
営
住
宅
の
住
民
）
や

他
地
区
の
住
民
に
も
協
力
を
仰
い
で
い
る
。

第
三
章　

熊
野
神
社
の
渡
御
祭

本
章
で
は
、
ま
ず
渡
御
祭
の
準
備
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か
、
聞
き
書

き
と
実
行
委
員
会
の
資
料
を
参
照
し
、
過
去
三
回
分
の
渡
御
祭
か
ら
ま
と
め
て
い
く
。

次
に
、
確
認
で
き
る
渡
御
祭
の
記
録
か
ら
、
渡
御
祭
の
担
い
手
に
着
目
し
、
時
系
列

に
沿
っ
て
記
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
渡
御
祭
は
上
横
田
の
歴
史
と
密
接
に
関
連
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
上
横
田
の
社
会
的
構
造
や
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
も
合
わ
せ
て
見

て
い
く
。
時
代
に
よ
っ
て
渡
御
祭
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
経

緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

渡
御
祭
は
七
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
周
期
的
祭
礼
で
あ
る
。
周
期
的
で
あ
る
理
由

に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
に
第
一
次
農
地
改
革
が
施
行
さ
れ
る
ま
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で
、
神
社
所
有
の
宮
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
宮
田
で
は
、
氏
子
に
よ

っ
て
渡
御
祭
の
費
用
に
充
て
る
た
め
に
稲
作
が
営
ま
れ
て
い
た
。
収
穫
さ
れ
た
米
を

七
年
間
貯
蔵
し
て
、
渡
御
祭
の
費
用
や
、
直
会
の
酒
や
食
物
に
し
て
い
た
と
い
う

〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
二
三
三
〕。
現
在
は
宮
田
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
米
の
貯
蔵

は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
慣
習
と
し
て
渡
御
祭
が
七
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
部
分
だ

け
残
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
七
年
に
一
度
行
わ
れ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
。
上
横
田
公
民
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
現
存
の
文
書
資
料
の
う
ち
、

渡
御
祭
の
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）、
明
治
二
〇

年
（
一
八
八
七
）、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）、
大

正
六
年
（
一
九
一
七
）、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、

昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五

三
）、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）、
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
）、
昭
和
五
三
年

（
一
九
七
八
）、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）、
平
成
一
二

年
（
二
〇
〇
〇
）
の
分
で
あ
る
。
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
に
も
渡
御
祭
は
開
催

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
資
料
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
氏
子
が
所
有
し
て

い
た
資
料
で
は
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
と
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
分
が

確
認
で
き
た
。
開
催
年
を
見
て
い
く
と
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
か
ら
昭
和
一

六
年
（
一
九
四
一
）
ま
で
は
六
年
に
一
度
の
頻
度
で
開
催
さ
れ
て
い
る（２
）。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
渡
御
祭
は
毎
年
行
わ
れ
る
祭
礼
で
は
な
く
周
期
性
を
持
っ
た
祭
礼
だ
と
い

え
る
。

　

第
一
節　

渡
御
祭
の
準
備

本
節
で
は
、
現
在
の
住
民
が
詳
細
を
覚
え
て
お
り
、
か
つ
実
行
委
員
会
の
資
料
で

準
備
の
状
況
が
確
認
で
き
る
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
の
渡
御
祭
に
つ
い

て
見
て
い
く
。
平
成
一
二
年
度
か
ら
は
担
い
手
の
内
訳
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
き

た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
回
を
経
る
ご
と
に
氏
子
が
減
少
し
、
こ
れ
ま
で
の
渡
御
祭
か

ら
あ
ら
ゆ
る
点
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
氏
子
の
減
少
に
対
し
て
、

町
営
住
宅
の
住
民
に
協
力
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
、
担
い
手
の
範
囲
の
拡
大
を
講
じ

な
が
ら
開
催
し
て
き
た
の
が
、
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
ま
で
の
特
徴
と

い
え
る
。

　

一
、
渡
御
祭
開
催
ま
で
の
日
程

詳
細
を
確
認
で
き
た
平
成
一
九
年
度
渡
御
祭
の
準
備
日
程
予
定
を
ま
と
め
た
の
が

表
１
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
初
の
予
定
で
あ
り
、
実
際
に
は
議
題
や
準
備
内
容
に
変
更

が
生
じ
た
。
ま
た
、
他
の
開
催
年
で
も
お
お
ま
か
な
日
程
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
。

表
１
に
は
な
い
が
、
例
年
三
月
頃
の
区
役
員
会
で
渡
御
祭
を
開
催
す
る
か
ど
う
か

を
決
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
五
月
の
第
一
回
役
員
会
は
開
催
が
決
ま
っ
て
い
る
段

表１　平成19年度渡御祭実行委員会準備日程予定

月日 内容

５月12日㈯ 第１回役員会　区役員、社総代、前回区長出席

６月10日㈰ 第２回実行委員全体会　組長、各団体　計23名出席

６月28日㈭ 第３回役員会　招待者の確認など

７月28日㈯ 第４回役員会　役割分担など

８月３日㈮ 第５回役員会　寄付集め日程確認など

８月８日㈬ 青年団全体会議　演芸大会打ち合わせ

８月19日㈰ 青年団、区役員出席　各団体演芸大会について

８月23日㈭ 第６回役員会
料理について、責任者の決定など　役員ら31名出席

８月25日㈯ 第７回役員会　各役割の打ち合わせ、詳細部の確認
青年団　ステージ設置、他打ち合わせ　26名出席

８月27日㈪ 料理責任者会議　各料理内容の打ち合わせ

９月１日㈯ 第８回役員会　最終打ち合わせ、神社清掃など
　　　　　　　祭事の準備確認

９月２日㈰ 神社普請　午後より緑門、ステージ設置　氏子全員参加

９月５日㈬ 区民全体参加　午前８時より緑門他　当日の準備

９月６日㈭ 例大祭、渡御祭　神社午前８時30分集合、午後３時30分終了
演芸大会　午後６時開演、午後９時30分終了

９月８日㈯ 反省会　午後７時より　47名出席

　　　　　　　　　　　　　　　出典：氏子提供資料、調査を基に筆者作成
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階
で
行
わ
れ
、
顔
合
わ
せ
な
ど
を
中
心
に
進
め
る
。
各
準
備
事
項
に
つ
い
て
は
予
定

日
程
に
沿
っ
て
見
て
い
く
。

　

二
、
役
員
会
と
実
行
委
員
会

開
催
年
の
春
に
実
行
委
員
会
を
結
成
す
る
。
実
行
委
員
会
は
上
横
田
区
の
役
員
を

中
心
に
社
総
代
、
隣
組
長
、
消
防
団
や
婦
人
会
な
ど
各
種
団
体
の
代
表
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
区
役
員
は
、
各
一
名
の
区
長
、
副
区
長
、
庶
務
、
会
計
と
、
各
二
名
の
開
発

委
員
、
会
計
監
査
の
合
計
八
名
か
ら
な
る
。
実
行
委
員
長
は
区
長
が
務
め
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
渡
御
祭
を
思
い
出
す
際
に
は
、
区
長
の
名
前
を
引
き
合
い
に
「
○
○
区
長
の

と
き
は
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
行
委
員
会
は
、
上
横
田
区
の
運
営
を
支
え

て
い
る
人
々
か
ら
な
る
組
織
だ
が
、
委
員
全
員
が
集
ま
る
実
行
委
員
全
体
会
は
数
回

し
か
開
催
さ
れ
な
い
。

渡
御
祭
の
準
備
は
、
実
行
委
員
会
役
員
で
あ
る
区
役
員
と
社
総
代
が
主
に
進
め
る
。

区
役
員
と
社
総
代
の
み
が
参
加
す
る
役
員
会
は
一
〇
回
ほ
ど
開
か
れ
、
町
や
近
隣
地

区
の
招
待
者
へ
の
連
絡
や
調
整
、
神
輿
渡
御
の
役
割
分
担
等
を
話
し
合
う
。
ま
た
、

青
年
団
主
導
の
演
芸
大
会
や
当
日
女
性
ら
が
行
う
料
理
の
打
ち
合
わ
せ
に
も
役
員
は

参
加
す
る
。
役
員
は
渡
御
祭
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
準
備
に
携
わ
り
、
各
種
会
合
に
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
催
年
の
区
役
員
は
普
段
の
区
運
営
の
業
務
に
加
え
て
、

頻
繁
に
集
ま
っ
て
渡
御
祭
の
準
備
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
て
も
忙
し
い
と
い

う
。
し
か
し
、
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
準
備
の
過
程
で
、
区
役
員
は
社
総
代
や

経
験
者
で
あ
る
上
の
世
代
か
ら
渡
御
祭
の
詳
細
を
教
わ
る
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

れ
ば
、
年
上
の
詳
し
い
人
に
聞
い
て
確
認
し
な
が
ら
準
備
を
行
っ
た
と
い
う
。
さ
ら

に
、
三
人
い
る
社
総
代
の
う
ち
、
一
人
は
前
回
の
渡
御
祭
の
実
行
委
員
長
で
あ
る
た

め
、
そ
の
と
き
の
経
験
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
上
の
世
代

か
ら
次
の
世
代
へ
と
、
準
備
の
過
程
を
通
し
て
渡
御
祭
の
継
承
は
な
さ
れ
て
き
た
。

渡
御
祭
の
準
備
は
、
役
員
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担
に
な
る
が
、
一
方
で
、
経
験
豊

富
な
世
代
か
ら
、
知
識
や
技
術
、
記
憶
を
継
承
さ
れ
る
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
渡
御

祭
は
周
期
的
祭
礼
で
空
白
期
間
が
生
じ
る
た
め
、
こ
う
し
た
準
備
の
段
階
が
、
継
承

の
面
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
下
の
表
２
は
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
の
渡
御
祭
実
行
委
員
の
内
訳

で
あ
る
。
各
年
度
の
実
行
委
員
名
簿
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。
表
２
は
左
か
ら
、
各

項
目
の
想
定
さ
れ
た
人
数
（
枠
）、
実
際
の
枠
内
の
人
数
、
旧
戸
と
新
戸
他
の
人
数
、

役
職
の
重
複
を
除
い
た
実
際
の
人
数
で
あ
る
。
実
行
委
員
会
の
人
数
は
過
去
三
回
と

も
三
〇
人
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

実
行
委
員
会
の
人
数
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
く
と
も
、
上
横
田
の
人
口
は
減
少

傾
向
に
あ
る
。
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
は
二
一
三
人
、
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇

〇
）
は
一
九
六
人
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
は
一
六
二
人
、
平
成
二
六
年
（
二

〇
一
四
）
は
一
三
二
人
と
七
年
間
で
二
〇
人
か
ら
三
〇
人
ほ
ど
減
っ
て
い
る
〔
い
ず

れ
も
九
月
一
日
付
、
も
し
く
は
九
月
上
旬
。
金
山
町
住
民
課
提
供
〕。
こ
の
た
め
平

成
一
二
年
度
に
は
宮
番
が
委
員
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
人
口
減
少
に
伴
い
平
成
一

九
年
度
か
ら
宮
番
を
含
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
第
に
区
役
員
と
隣
組

長
、
区
役
員
と
青
年
団
と
い
う
よ
う
に
、
役
職
を
兼
任
す
る
人
数
が
増
え
て
き
た
。

ゆ
え
に
枠
は
減
っ
て
い
な
く
と
も
（
む
し
ろ
平
成
一
九
年
度
は
宮
番
等
の
分
増
え
て

い
る
が
）、
実
際
の
委
員
数
は
減
っ
て
い
る
。
隣
組
長
や
宮
番
は
年
度
ご
と
の
輪
番

制
な
の
で
、
実
行
委
員
に
な
る
の
は
偶
然
だ
と
い
え
る
が
、
人
口
が
減
り
兼
任
す
る

確
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
確
実
だ
ろ
う
。

ま
た
、
経
験
豊
富
な
人
が
多
い
旧
戸
か
ら
の
参
加
者
も
減
り
、
新
戸
の
割
合
が
増

え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
新
戸
の
人
で
渡
御
祭
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る
人
も
お
り
、
一

概
に
旧
戸
が
減
っ
た
、
新
戸
が
増
え
た
と
分
け
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
た

だ
、
継
承
の
仕
組
み
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
経
験
豊
富
な
世
代
は
、
急
激
に

減
っ
て
い
る
。
平
成
一
二
年
度
の
名
簿
で
は
、
区
役
員
を
務
め
て
い
た
人
々
が
、
平

成
一
九
年
度
の
名
簿
に
は
そ
の
多
く
が
見
ら
れ
な
い
。
実
行
委
員
名
簿
を
見
て
い
く

と
、
長
年
参
加
し
て
き
た
人
々
が
過
去
三
回
の
内
に
参
加
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
ま
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で
の
継
承
の
仕
組
み
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
き
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

三
、
渡
御
祭
の
規
模
、
予
算

第
二
回
実
行
委
員
全
体
会
に
て
渡
御
祭
の
予
算
を
決
め
、
そ
こ
か
ら
祭
礼
の
規
模

を
決
め
る
。
予
算
は
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
に
か
け
て
減
少
傾
向
に
あ

る
。
平
成
一
二
年
度
予
算
は
、
収
入
一
、
六
七
八
、
八
六
五
円
（
決
算
は
一
、
九
二

五
、
七
一
三
円
）、
支
出
が
一
、
六
一
一
、
八
六
五
円
（
決
算
は
一
、
四
五
八
、
六

一
九
円
）
で
あ
る
。
平
成
一
九
年
度
予
算
は
、
収
入
一
、
八
二
二
、
五
八
二
円
（
決

算
は
一
、
五
〇
一
、
二
八
二
円
）、
支
出
は
一
、
四
〇
三
、
四
〇
〇
円
（
決
算
は
九

七
一
、
三
二
七
円
）
で
あ
る
。
平
成
二
六
年
度
予
算
は
、
収
入
一
、
二
六
七
、
九
五

五
円
、
支
出
一
、
二
六
七
、
九
五
五
円
（
決
算
は
不
明
）
で
あ
る
。

収
入
は
、
主
に
渡
御
祭
準
備
金
と
氏
子
か
ら
の
寄
付
金
に
分
け
ら
れ
る
。
加
え
て

招
待
者
祝
儀
、
そ
の
他
寄
付
金
、
雑
収
入
な
ど
が
あ
る
。
渡
御
祭
準
備
金
は
、
前
回

の
渡
御
祭
予
算
の
繰
越
金
で
あ
る
。
寄
付
金
は
氏
子
が
納
め
る
。
氏
子
全
戸
が
定
額

を
納
め
て
い
る
た
め
、
戸
数
が
減
る
と
寄
付
金
総
額
も
減
る
こ
と
に
な
る
。
平
成
一

二
年
度
予
算
は
八
六
一
、
〇
〇
〇
円
（
決
算
は
一
、
〇
五
八
、
〇
〇
〇
円
）、
平
成

一
九
年
度
予
算
は
一
、
〇
五
八
、
〇
〇
〇
円
（
決
算
は
九
〇
五
、
〇
〇
〇
円
）
だ
が
、

平
成
二
六
年
度
予
算
は
六
〇
七
、
〇
〇
〇
円
と
減
少
し
て
い
る
。

支
出
は
宮
司
謝
礼
、
招
待
客
へ
の
折
詰
、
渡
御
祭
用
品
（
料
理
材
料
、
供
物
）、

公
民
館
利
用
費
な
ど
が
占
め
る
。
大
抵
は
支
出
の
予
算
が
決
算
を
上
回
る
た
め
、
差

し
引
き
残
額
は
渡
御
祭
準
備
金
と
し
て
毎
回
積
み
立
て
て
い
る
。
支
出
は
収
入
の
見

積
も
り
に
よ
っ
て
変
動
す
る
の
で
、
渡
御
祭
の
規
模
は
予
算
に
左
右
さ
れ
る
。
と
り

わ
け
寄
付
金
の
割
合
が
大
き
い
た
め
、
氏
子
数
が
減
少
に
伴
い
全
体
の
予
算
も
減
少

し
て
い
る
。

　

四
、
招
待
客

招
待
客
の
内
訳
は
過
去
三
回
い
ず
れ
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
内
訳
は
宮
司
、
三
社

社
総
代
（
大
塩
、
滝
沢
、
横
田
、
大
岐
）、
金
山
町
長
、
金
山
町
議
会
議
員
、
旧
横

社総代 区役員
枠 3 8 8 0 2 2 2 2 2 2 1 32
人数 3 8 8 0 2 2 2 2 2 2 1 32
旧戸 1 6 3 0 2 0 1 0 1 0 0 14
新戸他 2 2 5 0 0 2 1 2 1 2 1 18

実際の人数 3 8 7 0 2 2 2 2 1 2 0 29

社総代 区役員
枠 3 8 9 5 2 3 2 2 2 2 1 39
人数 3 8 9 5 2 3 2 2 2 2 1 39
旧戸 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 9
新戸他 2 5 6 4 2 3 1 2 2 2 1 30

実際の人数 3 8 8 4 2 2 2 2 1 2 0 34

社総代 区役員
枠 3 8 9 5 2 3 2 2 2 2 1 39
人数 3 8 9 5 2 3 2 2 2 0 1 37
旧戸 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 9
新戸他 3 5 7 4 1 2 1 2 2 0 1 28

実際の人数 3 8 5 2 2 3 2 2 2 0 0 29

スポーツ
クラブ

カラオケ会 公民館 合計宮番
老人
クラブ

消防団 青年団 婦人会

公民館 合計

平成26年度
実行委員会役員

隣組長 宮番
老人
クラブ

消防団 青年団 婦人会
スポーツ
クラブ

カラオケ会 公民館 合計

隣組長

消防団 青年団 婦人会
スポーツ
クラブ

カラオケ会

平成12年度
実行委員会役員

平成19年度
実行委員会役員

隣組長 宮番
老人
クラブ

　表２　平成12年度から平成26年度渡御祭実行委員の内訳

出典：氏子提供資料を基に筆者作成　
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田
村
地
域
の
行
政
区
長
（
滝
沢
区
長
、
田
沢
区
長
、
大
塩
区
長
、
横
田
区
長
、
土
倉

区
長
、
西に

し

部ぶ

区
長
、
越こ
す

川が
わ

区
長
、
山や
ま

入い
り

一
、
山
入
二
）、
横
田
駐
在
所
駐
在
員
、
横

田
中
学
校
校
長
（
平
成
一
九
年
度
ま
で
）、
横
田
小
学
校
校
長
、
交
通
安
全
協
会
、

区
費
納
入
協
力
者
、
随
身
で
あ
る
。
区
費
納
入
協
力
者
は
近
隣
の
企
業
、
み
な
し
区

民
な
ど
を
指
す
。
随
身
は
神
輿
渡
御
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
述
）。

役
員
会
で
は
開
催
年
の
招
待
客
が
誰
な
の
か
確
認
す
る
と
い
う
。

　

五
、
役
割
分
担

役
割
分
担
は
神
輿
渡
御
の
際
に
、
誰
が
ど
の
役
割
を
担
う
か
、
分
担
を
決
め
る
。

神
輿
渡
御
は
一
連
の
祭
礼
で
核
と
な
る
行
事
で
あ
る
。
明
治
頃
の
渡
御
祭
は
旧
戸
の

み
で
行
わ
れ
て
お
り
、
一
部
の
役
割
は
ど
の
家
が
担
う
か
が
決
ま
っ
て
い
た
。
新
戸

が
増
え
て
き
た
戦
後
以
降
に
か
け
て
御
神
鏡
と
御
神
刀
を
除
い
て
家
の
役
割
意
識
は

希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
。
平
成
一
九
年
度
頃
か
ら
氏
子
だ
け
で
分
担
で
き
な
く
な
り
、

町
営
住
宅
の
住
民
や
他
地
区
住
民
に
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
平
成
二
六
年

度
に
は
御
色
旗
は
招
待
者
に
持
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
渡
御
祭
の
役
割
分
担
の
変

遷
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
本
章
第
四
節
に
て
改
め
て
見
て
い
く
。

各
役
割
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
行
列
内
の
順
番
も
同
じ
で
あ
る
。
男

性
が
務
め
る
。

・
先さ

き

払ば
ら

い
（
つ
ゆ
は
ら
い
と
も
）：
一
名
。
列
の
先
頭
を
歩
く
。「
シ
タ
ー
ニ
ー
シ
タ

ー
ニ
ー
」「
神
様
、
お
発
ち
ー
」
と
言
い
、
神
輿
行
列
を
引
っ
張
っ
て
い
く
。
紋

付
袴
を
着
て
杖
を
持
ち
、
額
に
天
狗
の
面
を
つ
け
る
。
面
は
氏
子
の
一
人
が
所
有

し
て
い
る
の
を
借
り
て
い
る
と
い
う
。
先
払
い
は
声
が
出
る
人
が
担
っ
て
き
た
と

い
う
。
過
去
に
は
近
隣
地
区
の
者
が
先
払
い
を
担
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

・
松た

い

明ま
つ

：
二
名
。
松
明
は
熊
野
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

・
大た

い

麻ま

：
一
名
。

・
太た

い

鼓こ

：
三
名
。
棒
に
括
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
太
鼓
を
一
人
が
叩
く
。
棒
の
両
端
を

一
人
ず
つ
担
ぐ
。

・
真ま

榊さ
か
き

：
二
名
。

・
社し

や

旗き

：
一
名
。
白
地
の
布
に
「
熊
野

神
社
」
と
書
か
れ
た
旗
を
持
つ
。

・
御
旗
日
天
：
一
名
。

・
御
旗
月
天
：
一
名
。

・
御
色
旗
（
青
、
赤
、
黄
、
白
、
黒
）：

各
一
名
か
ら
二
名
ず
つ
。

・
唐
櫃
：
二
名
。
櫃
が
括
り
つ
け
ら
れ

た
棒
の
両
端
を
一
人
ず
つ
担
ぐ
。

・
御ご

神し
ん

鏡き
よ
う

：
一
名
。
紋
付
袴
を
着
る
。

代
々
上
横
田
の
総
本
家
と
言
わ
れ
る

家
の
者
が
務
め
て
き
た
。
現
在
は
そ

の
家
は
留
守
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
渡
御
祭
の
時
の
み
帰
っ
て
き
て
も
ら
う
、
そ

の
子
孫
ら
に
依
頼
す
る
、
不
可
能
な
場
合
は
他
の
氏
子
が
務
め
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
。

・
御ご

神し
ん

刀と
う

：
一
名
。
紋
付
袴
を
着
る
。
確
認
で
き
る
限
り
で
は
昭
和
一
〇
年
度
渡
御

祭
か
ら
同
じ
家
の
者
が
務
め
て
い
る
。

・
随
身
：
右
大
臣
一
名
、
矢
大
臣
一
名
。
小
学
二
年
生
か
ら
三
年
生
程
度
の
男
児
が

務
め
る
。
白
張
に
冠
を
着
用
し
弓
矢
を
持
つ
。

・
出し

ゆ
つ

仕し

：
一
名
。
白
い
衣
装
に
烏
帽
子
を
着
用
し
、
足
袋
と
草
履
を
履
く
。
毎
年

の
例
大
祭
で
の
進
行
を
務
め
、
宮
司
と
共
に
祭
事
を
行
う
。

・
白
張
り
：
一
〇
数
名
程
度
。
白
張
、
烏
帽
子
を
着
用
す
る
。
神
輿
を
担
ぐ
役
割
で

あ
る
。
神
輿
は
重
く
往
復
す
る
た
め
多
く
の
人
が
必
要
に
な
る
。

・
殿で

ん

主し
ゆ

：
一
名
。
社
総
代
が
務
め
る
。

・
祭さ

い

主し
ゆ

：
一
名
。
実
行
委
員
長
の
区
長
が
務
め
る
。

・
宮
司
：
一
名
か
ら
二
名
。

写真１
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神
輿
渡
御
に
参
加
し
な
い
役
員
ら
は
オ
ト
ウ
ヤ
（
お
当
屋
）
で
あ
る
公
民
館
に
残

り
、
直
会
の
準
備
等
を
行
う
。

　

六
、
寄
付
金

か
つ
て
は
寄
付
金
を
徴
収
す
る
為
に
役
員
で
日
程
を
組
み
、
氏
子
の
家
に
直
接
伺

い
寄
付
金
を
募
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
役
員
が
忙
し
い
こ
と
、
一
度
に
寄
付

金
を
徴
収
す
る
と
氏
子
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
方
法
が
変
更
に
な
っ
た
。
変

更
に
な
っ
た
の
は
平
成
一
九
年
度
渡
御
祭
以
降
で
、
区
費
納
入
と
同
じ
時
期
の
納
入

に
変
更
し
た
。
次
の
渡
御
祭
ま
で
七
年
間
、
毎
年
分
割
で
支
払
い
し
て
も
ら
う
こ
と

で
、
一
度
の
支
払
い
に
よ
る
負
担
を
減
ら
す
目
的
が
あ
る
。
一
度
に
各
世
帯
か
ら
一
、

〇
〇
〇
円
、
年
間
で
二
、
〇
〇
〇
円
を
納
入
し
て
も
ら
う
。

　

七
、
料
理

渡
御
祭
の
料
理
は
料
理
頭
と
各
料
理
の
責
任
者
を
中
心
に
準
備
さ
れ
る
。
料
理
頭

は
男
性
が
務
め
、
料
理
全
体
の
総
責
任
者
で
あ
る
。
実
際
に
料
理
を
作
る
の
は
区
の

女
性
た
ち
で
、
料
理
頭
は
調
理
に
は
関
わ
ら
な
い
。
吸
い
物
、
漬
物
、
飲
み
物
、
煮

物
、
キ
ン
ピ
ラ
、
直
会
の
食
事
を
女
性
た
ち
で
分
担
し
て
い
る
。
以
前
は
女
性
た
ち

で
話
し
合
っ
て
各
品
目
の
分
担
と
責
任
者
を
決
め
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
平
成
一

九
年
度
か
ら
は
隣
組
ご
と
に
分
担
を
決
め
て
い
る
。
平
成
一
九
年
度
は
渡
御
祭
前
日

午
後
に
公
民
館
に
集
合
し
、
漬
物
と
煮
物
の
確
認
を
行
っ
た
。
当
日
朝
八
時
に
集
合

し
、
各
組
ご
と
に
調
理
を
始
め
る
。

そ
の
他
、
折
詰
を
近
隣
集
落
の
業
者
に
注
文
し
、
ふ
か
し
（
赤
飯
）
二
斗
分
を
渡

御
祭
当
日
午
前
九
時
ま
で
に
準
備
し
、
タ
オ
ル
も
準
備
し
て
、
招
待
者
に
ふ
か
し
と

タ
オ
ル
を
渡
す
と
い
う
。

　

八
、
緑
門
（
門
柱
）

緑み
ど
り

門も
ん

（
門も
ん

柱ば
し
ら

）
は
渡
御
祭
の
開
催
を
知
ら
せ
る
横
断
幕
を
掛
け
た
門
の
こ
と
で

あ
る
。
会
津
横
田
駅
ま
で
へ
の
道
と
町
道
が
交
わ
る
丁
字
路
付
近
に
建
て
ら
れ
る
。

氏
子
全
員
で
渡
御
祭
直
前
期
に
行
う
。
町
道
の
両
脇
に
長
さ
一
尺
五
寸
（
約
四
五

㎝
）
の
木
材
で
枠
を
組
み
、
柱
を
二
本
立
て
る
。
柱
に
伐
っ
て
き
た
ス
ギ
の
枝
を
差

し
埋
め
て
い
く
。
高
さ
は
二
ｍ
五
〇
㎝
ほ
ど
で
あ
る
。
二
本
の
柱
を
横
断
幕
で
繋
げ
、

門
の
形
に
す
る
。
緑
門
が
完
成
す
る
と
、
車
高
の
高
い
車
や
工
事
関
係
車
は
通
れ
な

い
の
で
、
迂
回
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
。

そ
の
他
、
直
前
期
の
準
備
と
し
て
熊
野
神
社
境
内
、
周
辺
の
清
掃
、
演
芸
大
会
ス

テ
ー
ジ
の
設
置
、
公
民
館
前
に
神
輿
や
供
物
を
置
く
台
と
旗
を
置
く
台
の
設
置
な
ど

も
氏
子
全
員
で
行
う
。
渡
御
祭
が
近
づ
い
て
く
る
と
会
合
の
頻
度
も
高
く
な
り
、
役

員
は
毎
日
の
よ
う
に
準
備
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　

第
二
節　

渡
御
祭
当
日

渡
御
祭
は
九
月
六
日
に
行
わ
れ
る
。

当
日
、
氏
子
は
熊
野
神
社
に
朝
八
時
三
〇
分
に
集
合
す
る
。
朝
九
時
に
宮
司
宿
泊

先
ま
で
迎
え
に
行
く
。
午
前
一
〇
時
か
ら
例
大
祭
が
始
ま
り
、
終
了
次
第
渡
御
祭
に

移
る
。
例
大
祭
か
ら
始
ま
る
一
連
の
祭
事
の
進
行
は
出
仕
が
行
う
。
例
大
祭
後
、
神

幸
祭
（
神
輿
渡
御
祭
）
の
神
輿
渡
御
が
始
ま
る
前
ま
で
終
わ
る
と
、
役
員
か
ら
神
輿

渡
御
の
役
割
が
発
表
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
役
割
は
事
前
に
連
絡
が
あ
る
が
、
旗
持

ち
な
ど
準
備
が
要
ら
な
い
役
割
は
当
日
に
言
わ
れ
る
と
い
う
。

正
午
頃
に
神
社
を
出
る
。
出
る
前
に
花
火
を
打
ち
上
げ
、
公
民
館
に
い
る
役
員
や

住
民
ら
に
神
輿
渡
御
の
出
発
を
知
ら
せ
る
。
集
落
の
西
端
に
あ
る
熊
野
神
社
を
出
て

町
道
を
下
っ
て
行
き
、
国
道
二
五
二
号
に
出
て
東
端
の
横
田
と
の
境
界
ま
で
進
む
。

境
界
で
折
り
返
し
、
オ
ト
ウ
ヤ
ま
で
戻
る
。
か
つ
て
オ
ト
ウ
ヤ
は
祭
主
か
つ
実
行
委

員
長
で
あ
る
区
長
宅
だ
っ
た
。
昭
和
五
三
年
度
渡
御
祭
ま
で
は
区
長
宅
が
オ
ト
ウ
ヤ

だ
っ
た
。
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）
に
現
在
の
公
民
館
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
は
、

公
民
館
が
オ
ト
ウ
ヤ
に
な
っ
た
。

午
後
一
時
に
オ
ト
ウ
ヤ
に
到
着
し
、
御
旅
所
祭
（
御
當
屋
安
全
祈
願
祭
）
が
行
わ
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図２　例大祭、神幸祭、御旅所祭、還幸祭の式次第
出典：氏子提供資料より筆者作成

写真３　平成19年度渡御祭のオトウヤ
　　　　御旅所祭（御當屋安全祈願祭）の様子
　　　　神輿は神社の神棚に倣い、東向きに置かれる。

出典：氏子提供

写真２　昭和53年度渡御祭のオトウヤ
　　　　当時の区長宅の庭に神輿を置く台が設けられた。

出典：氏子提供
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れ
る
。
御
旅
所
祭
が
終
わ
る
と
公
民
館
内
に
て
直
会
が
行
わ
れ
る
。
直
会
の
後
、
午

後
二
時
に
オ
ト
ウ
ヤ
を
出
る
。
午
後
二
時
三
〇
分
に
神
社
に
到
着
し
、
還
幸
祭
が
行

わ
れ
る
。
一
連
の
祭
事
が
終
わ
っ
て
午
後
三
時
三
〇
分
に
渡
御
祭
が
終
わ
り
と
な
る
。

役
員
は
渡
御
祭
当
日
の
分
担
が
あ
り
、
受
付
係
の
二
名
、
儀
典
係
一
名
（
社
総

代
）、
進
行
係
一
名
、
供
応
係
二
名
（
内
一
名
は
社
総
代
）
を
分
担
す
る
。
そ
の
他
、

実
行
委
員
全
員
で
渡
御
祭
の
当
日
の
運
営
を
行
う
。

　

第
三
節　

演
芸
大
会

演
芸
大
会
は
渡
御
祭
当
日
の
夕
方
に
行
わ
れ
、
カ
ラ
オ
ケ
や
寸
劇
、
舞
踊
、
バ
ン

ド
な
ど
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
上
横
田
の
住
民
や
他
地
区
か
ら
飛
び
入
り
で
の
参
加

が
可
能
で
あ
る
。
平
成
五
年
度
に
は
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い

た
と
の
話
も
あ
り
、
い
つ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
戦
後
頃
か
ら
上
横
田
で
は
熊
野
神
社
境
内
で
の
豊
年
踊
り
や
歌
舞
伎
、
芝

居
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
、
渡
御
祭
の
演
芸
大
会
も
そ
の
潮
流
を
辿
る
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
、
準
備

渡
御
祭
当
日
の
約
一
か
月
前
、
八
月
上
旬
頃
に
青
年
団
と
役
員
に
よ
っ
て
打
ち
合

わ
せ
が
あ
り
、
準
備
が
始
ま
る
。
演
芸
大
会
の
大
ま
か
な
企
画
、
運
営
は
青
年
団
を

中
心
に
し
て
行
う
。
出
演
者
の
募
集
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
な
ど
の
事
務
的
な
準
備

に
加
え
、
演
芸
大
会
の
ス
テ
ー
ジ
の
資
材
準
備
も
行
う
。
単
管
パ
イ
プ
で
足
場
を
組

み
、
屋
根
や
幕
を
設
置
す
る
。
地
元
の
土
木
会
社
か
ら
資
材
を
借
り
、
土
木
技
術
を

持
っ
た
経
験
者
を
中
心
に
渡
御
祭
数
日
前
か
ら
組
み
上
げ
て
い
く
。
そ
の
他
、
ブ
ル

ー
シ
ー
ト
や
パ
イ
プ
椅
子
、
音
響
設
備
な
ど
町
や
他
地
区
か
ら
借
り
る
手
続
き
を
行

う
。青

年
団
は
上
横
田
の
若
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
過
去
の
渡
御
祭
の
記
録
に
も
青

年
団
が
準
備
に
携
わ
っ
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る
。
主
に
白
張
り
と
し
て
神
輿
を
担

図３　渡御祭の神輿渡御順路
出典：地理院地図より筆者加筆
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い
で
い
た
。
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
の
記
録
ま
で
青
年
団
が
確
認
で
き
る
も
の

の
、
以
降
は
見
ら
れ
な
い
た
め
一
度
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
に
改
め
て
青
年
団
が
上
横
田
に
誕
生
し
た（３
）。
そ
の
年
の
渡

御
祭
で
は
神
輿
を
担
ぎ
、
演
芸
大
会
で
も
中
心
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
た
。
令
和
三

年
（
二
〇
二
一
）
現
在
の
区
役
員
の
多
く
は
青
年
団
結
成
当
時
の
構
成
員
に
あ
た
る
。

こ
れ
ま
で
は
上
の
世
代
が
区
役
員
だ
っ
た
た
め
、
青
年
団
と
し
て
演
芸
大
会
の
準
備

を
中
心
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
今
は
区
役
員
で
も
あ
る
た
め
、
演
芸

大
会
だ
け
で
な
く
渡
御
祭
全
体
の
準
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
負
担
増
加
は
避

け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
、
当
日

渡
御
祭
当
日
の
夕
方
六
時
か
ら
夜
九
時
三
〇
分
頃
ま
で
行
う
。
公
民
館
横
に
設
置

し
た
舞
台
の
前
に
観
客
が
詰
め
か
け
る
。
婦
人
会
に
よ
る
焼
き
そ
ば
や
焼
き
鳥
、
酒

類
の
販
売
も
行
わ
れ
る
。
片
づ
け
は
次
の
日
に
行
わ
れ
る
。

平
成
二
六
年
度
の
渡
御
祭
で
は
、
役
員
会
で
の
話
し
合
い
の
場
で
、
人
が
減
っ
た

こ
と
か
ら
演
芸
大
会
の
開
催
は
難
し

い
の
で
は
な
い
か
と
の
話
が
出
た
と

い
う
。
そ
れ
を
受
け
て
当
初
は
演
芸

大
会
を
行
わ
ず
、
大
反
省
会
を
実
施

す
る
方
針
で
準
備
が
進
ん
で
い
た
。

し
か
し
青
年
団
の
あ
る
方
か
ら
、
今

ま
で
行
っ
て
い
た
の
に
な
ぜ
今
回
は

や
ら
な
い
の
か
と
異
議
が
出
て
、
青

年
団
主
導
で
開
催
に
向
け
て
準
備
が

進
め
ら
れ
、
演
芸
大
会
は
開
催
さ
れ

た
。
当
時
の
区
長
で
平
成
二
六
年
度

渡
御
祭
の
実
行
委
員
長
だ
っ
た
男
性

（
第
四
章
：
Ｃ
氏
）
は
、
当
時
役
員
会
で
の
宴
会
で
規
模
小
さ
く
し
て
で
も
や
ろ
う

と
の
話
が
出
て
、
酔
っ
て
い
る
時
の
話
だ
か
ら
本
当
で
は
な
い
と
思
っ
た
が
、
実
際

に
舞
台
の
着
工
が
始
ま
っ
て
驚
い
た
と
い
う
。
初
め
は
二
人
ほ
ど
で
準
備
を
始
め
た

が
、
作
業
を
見
て
い
る
人
た
ち
が
次
々
に
手
伝
い
に
来
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

以
上
が
平
成
一
二
年
度
か
ら
平
成
二
六
年
度
に
か
け
て
、
最
近
の
渡
御
祭
に
お
け

る
準
備
と
当
日
の
神
輿
渡
御
、
演
芸
大
会
の
詳
細
で
あ
る
。
渡
御
祭
の
核
と
も
い
う

べ
き
神
輿
渡
御
の
内
容
は
、
確
認
で
き
る
明
治
一
一
年
度
か
ら
大
き
い
変
化
が
な
い（４
）。

形
態
と
し
て
は
ほ
ぼ
変
わ
り
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
渡
御
祭
で
あ
る
が
、
担
い
手
に

焦
点
を
当
て
る
と
、
明
治
か
ら
平
成
に
か
け
て
、
足
り
な
い
人
手
を
補
う
べ
く
、
担

い
手
の
範
囲
を
拡
大
し
続
け
て
き
た
と
い
え
る
。
現
在
の
事
例
で
あ
れ
ば
、
氏
子
で

は
な
い
町
営
住
宅
の
住
民
が
渡
御
祭
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

担
い
手
の
範
囲
が
拡
大
し
た
背
景
に
は
、
上
横
田
の
社
会
的
な
変
化
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
。
現
在
の
渡
御
祭
ま
で
の
変
化
を
上
横
田
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
と
関
連
づ

け
な
が
ら
見
て
い
く
。

　

第
四
節　

上
横
田
の
歴
史
と
渡
御
祭
の
変
遷

本
節
で
は
上
横
田
の
歴
史
と
紐
づ
け
な
が
ら
、
渡
御
祭
の
担
い
手
範
囲
の
拡
大
を

見
て
い
く
。
各
開
催
年
の
記
録
に
は
神
輿
渡
御
の
役
割
を
誰
が
担
っ
た
の
か
が
記
さ

れ
て
い
る
。
記
録
を
辿
り
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
徴
と
関
連
づ
け
て
、
渡
御

祭
に
お
い
て
重
要
な
神
輿
渡
御
の
役
割
を
ど
の
よ
う
な
人
々
が
担
っ
て
い
っ
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
。

渡
御
祭
の
特
徴
に
違
い
が
見
ら
れ
る
「
昭
和
二
〇
年
代
以
前
」、「
昭
和
三
〇
年
代

か
ら
平
成
初
期
」、「
平
成
一
〇
年
代
か
ら
現
在
」
の
三
つ
の
区
分
を
設
定
し
た
。
各

時
代
の
歴
史
、
上
横
田
の
社
会
的
な
変
化
と
共
に
神
輿
渡
御
に
お
け
る
役
割
の
変
遷

を
見
て
い
く
。
最
後
に
、
上
横
田
の
現
在
と
、
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
令
和
三
年
度
渡

写真４　平成19年度演芸大会の舞台
出典：氏子提供
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御
祭
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。

　

一
、
昭
和
二
〇
年
代
以
前

昭
和
二
〇
年
代
以
前
の
上
横
田
は
、
現
在
の
社
会
構
造
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

い
つ
成
立
し
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
ま
だ
端
村
だ

っ
た
上
横
田
は
二
六
戸
か
ら
成
っ
て
い
た
。
こ
の
二
六
戸
に
は
本
家
と
分
家
が
混
在

し
て
い
た
が
、
総
じ
て
旧
戸
と
い
っ
た
。
二
六
戸
の
旧
戸
が
「
上
横
田
」、
す
な
わ

ち
か
つ
て
の
「
上
横
田
の
社
会
的
な
範
囲
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
具

体
的
な
時
期
は
不
明
だ
が
、
旧
戸
の
成
立
以
降
に
成
し
た
家
々
は
新
戸
と
呼
ば
れ
た
。

新
戸
が
増
え
て
い
っ
て
も
、
上
横
田
の
範
囲
は
旧
戸
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
と

い
う
。
上
横
田
の
自
治
を
行
う
区
長
や
役
員
は
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
の
上

横
田
区
成
立
以
前
か
ら
、
旧
戸
の
中
で
も
地
主
や
多
く
の
財
産
を
持
っ
て
い
た
富
裕

層
が
務
め
て
い
た
。
当
時
は
地
主
と
小
作
の
関
係
性
が
あ
り
、
地
主
の
旧
戸
と
、
そ

の
他
の
旧
戸
、
新
戸
の
間
に
は
経
済
的
な
格
差
が
あ
っ
た
。
そ
の
差
は
上
横
田
の
運

営
の
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

上
横
田
で
は
住
民
ら
に
よ
る
会
合
を
区
会
と
い
い
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）

に
旧
上
横
田
公
民
館
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
区
会
は
区
長
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
。

区
長
宅
で
は
上
の
ユ
ル
リ
（
囲
炉
裏
）
と
下
の
ユ
ル
リ
に
分
か
れ
て
話
し
合
い
が
行

わ
れ
て
お
り
、
上
の
ユ
ル
リ
に
は
区
長
や
区
役
員
、
区
長
候
補
、
下
の
ユ
ル
リ
に
は

他
の
一
般
住
民
が
集
ま
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
区
長
や
役
員
ら
を
中
心
に
区
会

が
進
め
ら
れ
、
一
般
住
民
に
は
区
会
中
の
発
言
権
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

区
長
や
区
役
員
は
富
裕
層
の
家
々
が
務
め
、
代
々
そ
の
家
の
跡
継
ぎ
が
区
の
運
営
を

担
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
地
主
と
小
作
の
関
係
性
が
絶
対
的
に
あ
り
、
当
時
は
経
済

的
な
格
差
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
渡
御
祭
に
お
い
て
も
、
担
い
手
に
社
会
的
な
区
別
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
区
の
運
営
と
は
ま
た
異
な
る
区
別
で
あ
る
。

そ
の
当
時
、
渡
御
祭（５
）は
旧
戸
の
み
で
行
わ
れ
る
祭
礼
だ
っ
た
。
二
六
戸
の
旧
戸
が

上
横
田
の
社
会
的
な
範
囲
で
あ
っ
た
か
ら
、
上
横
田
の
氏
神
で
あ
る
熊
野
神
社
の
氏

子
は
、
旧
戸
の
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
準
備
は
区
長
を
中
心
に
区
役
員
ら
が

進
め
、
各
旧
戸
に
役
割
を
分
担
さ
せ
た
。
当
時
は
神
輿
渡
御
で
分
担
さ
れ
る
役
割
の

う
ち
、
一
部
は
限
ら
れ
た
家
の
者
の
み
が
務
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

七
歳
か
ら
八
歳
ほ
ど
の
男
児
が
務
め
る
随
身
は
、
旧
戸
の
あ
る

4

4

家
の
男
児
、
も
し
く

は
そ
の
家
か
ら
分
家
し
た
家
の
男
児
の
み
が
担
う
こ
と
が
で
き
た
。
五
色
の
旗
を
担

ぐ
御ご

色し
き

旗ば
た

と（
６
）い
う
役
割
が
あ
る
。
旧
戸
の
中
で
も
、
古
く
格
式
の
あ
る
家
の
み
が
所

有
す
る
五
色
の
旗
を
、
渡
御
祭
で
は
そ
の
家
の
者
が
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
か

ら
御
神
鏡
と
御
神
刀
は
、
旧
戸
の
二
軒
が
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
た
。
御
神
鏡
は
上
横

田
の
総
本
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
家
が
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
役
割
を
担
う

家
は
区
の
運
営
に
お
い
て
も
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
新
戸
の
者
は
担
い
手
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
区
会
に
は
参

加
で
き
て
い
た
が
、
渡
御
祭
で
は
「
旧
戸
＝
上
横
田
」
の
範
囲
が
顕
在
化
し
、
新
戸

が
渡
御
祭
の
担
い
手
と
し
て
参
加
は
で
き
ず
、
た
だ
見
る
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
、
渡
御
祭
が
旧
戸
の
み
で
行
わ
れ
、
一
部
の
役
割
は
特
定
の
家
が
担
う
と

決
ま
っ
て
い
た
点
が
、
昭
和
二
〇
年
代
（
記
録
で
は
昭
和
二
八
年
度
の
渡
御
祭
）
ま

で
の
特
徴
だ
と
い
え
る
。

そ
の
当
時
は
旧
戸
の
う
ち
の
富
裕
層
が
区
の
運
営
、
渡
御
祭
両
方
に
お
い
て
中
心

的
な
立
場
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
他
の
旧
戸
に
対
し
て
は
経
済
的
地
位
を
、
新
戸
に

対
し
て
は
加
え
て
歴
史
的
地
位
を
確
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。
区
長
や
区
役
員
を
務

め
る
こ
と
で
住
民
ら
を
ま
と
め
上
げ
、
渡
御
祭
で
は
特
権
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

一
方
、
他
の
旧
戸
や
新
戸
は
、
区
会
に
出
席
は
し
て
も
区
の
運
営
方
針
な
ど
の
決
定

に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
区
の
運
営
実
態
に
は
、
地
主
と
小
作
の
関
係

性
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
経
済
的
な
差
が
依
然
と
し
て
大
き
か
っ
た
。
し
か

も
渡
御
祭
に
お
い
て
は
、
旧
戸
内
だ
け
で
役
割
分
担
が
完
結
し
て
お
り
、
新
戸
が
担

い
手
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
渡
御
祭
に
携
わ
れ
る
人
は
「
旧
戸
＝
上
横
田
」
と
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の
社
会
的
な
範
囲
の
内
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
旧
戸
と
新
戸
の
間
に
は
家
の
歴
史
や

格
式
の
有
無
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
旧
戸
の

中
で
も
特
定
の
家
々
が
一
部
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
特
権
性
を
保
持
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
社
会
は
大
き
く
変
わ
り
、
旧
戸
と
新
戸
の
経
済
的

な
差
は
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
合
わ
せ
て
両
者
の
歴
史
的
な
背
景
も
次
第
に
意
識

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

　

二
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
平
成
初
期

山
間
地
域
に
見
ら
れ
た
地
主
・
小
作
間
の
経
済
的
格
差
は
、
戦
後
の
農
地
解
放
に

よ
っ
て
縮
小
し
て
い
っ
た
。
上
横
田
で
も
地
主
と
小
作
の
関
係
性
が
崩
壊
し
、
自
作

農
が
増
加
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
は
横
田
鉱
山
株
式
会
社
が

創
立
さ
れ
、
鉱
山
の
麓
で
あ
る
上
横
田
で
は
鉱
山
従
事
者
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
旧
戸
・
新
戸
問
わ
ず
、
安
定
し
た
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
に
は
、
金
山
村
が
町
制
を
し
き
金
山
町
と
な
る
。
翌

三
四
年
（
一
九
五
九
）
に
は
金
山
町
の
公
有
林
が
町
内
各
行
政
区
に
無
償
で
譲
渡
さ

れ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
各
地
区
の
住
民
に
と
っ
て
、
社
会
的
・
経
済
的
実
情
に

沿
い
利
益
を
図
る
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
林
野
は
無
償
譲
渡
の
趣
旨
に
基
づ

き
、
各
行
政
区
は
公
共
的
・
効
率
的
か
つ
個
人
的
・
差
別
的
に
陥
る
こ
と
な
く
利
用

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
当
初
は
旧
戸
の
二
六
人
名
義
に
譲
渡
さ
れ
た
が
、
当
時
は
新

戸
が
増
え
て
い
る
状
況
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
将
来
の
上
横
田
を
考
え
る
と
、
旧
戸
と

新
戸
の
希
望
者
が
共
に
植
林
を
行
う
よ
う
に
す
れ
ば
、
公
平
を
欠
く
こ
と
は
な
い
と

区
会
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
一
三
七‒

一
四
一
〕。
こ
う
し

た
動
き
は
、
旧
戸
だ
け
で
な
く
新
戸
も
含
め
て
上
横
田
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
く
な

っ
て
き
た
結
果
の
判
断
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
払
下
げ
さ
れ
た
上
横
田
区
の
共
有
地
の
う
ち
、
歴
史
的
に
旧
戸
が
管
理

し
て
き
た
土
地
は
、
区
の
共
有
地
と
は
別
に
管
理
す
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
共
有

地
に
お
け
る
旧
戸
名
義
の
一
部
財
産
を
監
理
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
昭
和
三
八
年

（
一
九
六
三
）
に
二
十
六
戸
会
が
結
成
さ
れ
た
。
同
年
一
月
一
一
日
の
区
会
議
事
録

を
参
照
す
る
と
、
会
の
設
立
理
由
と
し
て
、「
部
落
内
の
現
状
を
鑑
み
又
隣
接
部
落

の
形
態
等
に
つ
き
設
明
全
区
と
別
に
二
十
六
戸
会
を
設
立
し
今
後
の
運
営
を
図
つ
て

益
々
発
展
を
期
す
る
」（
原
文
マ
マ
）
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
結
成
以
降
、
旧
戸
は

二
十
六
戸
会
と
い
う
形
で
財
産
管
理
に
注
力
し
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
町
か
ら
払
下

げ
さ
れ
た
土
地
は
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
四
月
に
結
成
さ
れ
た
上
横
田
公
団

造
林
組
合
に
よ
っ
て
管
理
が
な
さ
れ
た
。
会
員
名
簿
に
は
二
十
六
戸
会
と
新
戸
が
分

け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
〔
滝
沢　

一
九
九
三
：
一
四
〇‒

一
四
二
〕。

二
十
六
戸
会
結
成
の
翌
年
、
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
は
上
横
田
部
落
規
程
が
施

行
さ
れ
た
。
経
済
格
差
の
縮
小
と
新
戸
の
増
加
、
鉱
山
従
事
者
ら
か
ら
な
る
鉱
山
集

落
の
形
成
に
よ
っ
て
、
上
横
田
の
状
況
は
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
変
わ
っ
た
。
区
の
運

営
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
一
部
の
旧
戸
が
必
ず
し
も
中
心
的
役
割
を
担

う
こ
と
は
な
く
な
り
、
他
の
旧
戸
の
人
や
新
戸
の
人
が
区
長
を
務
め
る
こ
と
も
増
え

て
い
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
に
旧
公
民
館
が
で
き
て
か
ら
は
、

上
と
下
の
ユ
ル
リ
で
話
し
合
う
こ
と
も
な
く
な
り
、
旧
戸
・
新
戸
問
わ
ず
同
じ
よ
う

に
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
区
の
運
営
が
民
主
的
に
な
っ

て
い
く
に
つ
れ
、
上
横
田
の
社
会
的
な
範
囲
が
新
戸
も
含
め
た
も
の
に
拡
大
し
て
い

っ
た
。
旧
戸
が
意
識
さ
れ
る
の
は
二
十
六
戸
会
に
限
ら
れ
、
財
産
や
土
地
の
管
理
、

権
利
問
題
に
対
し
て
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
会
員
の
高
齢
化
、

減
少
に
伴
い
、
実
質
的
な
活
動
は
休
止
状
態
に
あ
る
。

渡
御
祭
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
旧
戸
を
中
心
に
役
割
が
分
担
さ
れ

て
い
た
が
、
次
第
に
担
い
手
の
条
件
が
緩
和
さ
れ
た
。
旧
戸
だ
け
で
は
人
が
足
り
な

く
な
っ
て
、
新
戸
の
住
民
が
担
い
手
を
務
め
た
り
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
御
色

旗
は
旧
戸
の
う
ち
の
古
い
家
の
み
が
担
っ
て
い
た
が
、
他
の
旧
戸
や
新
戸
が
、
農
地
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解
放
や
鉱
山
で
の
労
働
に
よ
っ
て
経
済
力
を
つ
け
て
い
き
、
旗
を
購
入
し
て
納
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
担
い
手
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
旧
戸
の
中
で
も
年

老
い
て
渡
御
祭
に
参
加
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
家
は
、
他
の
旧
戸
や
新
戸
に
担
い
手

を
変
わ
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

渡
御
祭
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
区
役
員
が
中
心
に
行
っ
て
き

た
。
た
だ
し
、
新
戸
が
区
役
員
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
旧
戸
・
新
戸
を
問

わ
ず
に
実
行
委
員
会
が
結
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
役
割
分
担
は
御
神
鏡
や
御
神

刀
、
御
色
旗
な
ど
、
こ
れ
ま
で
担
っ
て
き
た
旧
戸
の
人
が
い
る
役
割
に
つ
い
て
は
変

わ
ら
ず
に
、
そ
れ
以
外
の
役
割
に
つ
い
て
は
開
催
す
る
年
に
区
に
い
る
住
民
ら
を
考

慮
し
て
分
担
を
決
め
た
。
準
備
を
進
め
る
中
で
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
際
は
、

過
去
に
渡
御
祭
を
運
営
し
て
き
た
旧
戸
の
者
に
話
を
聞
い
て
詳
細
を
確
認
し
て
い
た

と
い
う
。
経
験
者
か
ら
下
の
世
代
に
実
際
の
準
備
の
な
か
で
伝
え
て
い
き
、
渡
御
祭

当
日
を
経
験
す
る
こ
と
の
継
承
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
渡
御
祭
は
か
つ
て

の
よ
う
に
旧
戸
の
み
の
特
権
的
な
祭
礼
で
は
な
く
な
り
、
上
横
田
の
社
会
的
な
範
囲

の
拡
大
に
合
わ
せ
て
担
い
の
仕
組
み
も
変
わ
っ
て
い
き
、
新
た
な
担
い
手
と
し
て
新

戸
を
包
括
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
は
日
本
全
体
で
社
会
変
動
が
進
み
、
農
地
解
放
に
よ
っ
て

社
会
的
構
造
が
大
き
く
揺
る
が
さ
れ
た
。
加
え
て
上
横
田
の
場
合
は
鉱
山
が
開
き
、

上
横
田
の
住
民
が
現
金
収
入
を
得
る
場
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
町
内
外
か
ら
多
く

の
労
働
者
が
移
住
し
て
働
く
よ
う
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
新
戸
が
増
え
て

い
き
、
上
横
田
の
社
会
的
な
範
囲
が
新
戸
も
含
む
よ
う
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
変
化

に
対
応
す
る
よ
う
に
、
部
落
規
程
が
定
め
ら
れ
た
り
、
区
会
に
お
け
る
民
主
化
が
進

ん
だ
り
し
た
。
社
会
の
変
動
は
渡
御
祭
に
も
反
映
さ
れ
、
準
備
段
階
や
神
輿
渡
御
の

一
部
の
役
割
に
新
戸
の
者
が
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
形
式
的
に
旧
戸
の
者
の

み
務
め
る
役
割
は
残
っ
た
が
、
渡
御
祭
全
体
の
担
い
手
に
新
戸
が
加
わ
り
、
担
い
手

の
範
囲
が
拡
大
し
た
と
い
え
る
。

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
旧戸 9 100% 6 100% 8 100% 26 81% 24 80%
新戸 0 0% 0 0% 0 0% 6 19% 6 20%
不明 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
合計 9 100% 6 100% 8 100% 32 100% 30 100%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
旧戸 27 48% 26 70% 22 47% 14 33% 13 30% 10 26%
新戸 18 32% 10 27% 23 49% 23 54% 25 58% 25 66%
不明 11 20% 1 3% 2 4% 6 14% 5 12% 3 8%
合計 56 100% 37 100% 47 100% 43 100% 43 100% 38 100%

昭和４年度 昭和47年度昭和10年度 昭和16年度 昭和28年度 昭和34年度 昭和40年度

平成19年度 平成26年度

確認できず 確認できず

昭和53年度 昭和63年度 平成５年度 平成12年度

表３　渡御祭神輿渡御の役割における旧戸と新戸の割合の変化

出典：『渡御祭順序明細控』、実行委員会資料を基に筆者作成

注：昭和４年度から昭和28年度は御色旗の記録、昭和34年度以降は全ての役割の記録である。
役割分担における割合を見るため、同一人物で役割が別である場合は別人として集計している。
宮司は上横田区外の者が務めてきたため、集計に含んでいない。
なお、割合は概算である。
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当
時
の
新
戸
の
増
加
傾
向
は
、
神
輿
渡
御
の
役
割
分
担
に
お
け
る
旧
戸
と
新
戸
の

割
合
か
ら
読
み
取
れ
る
。
表
３
は
現
存
の
『
渡
御
祭
順
序
明
細
控
』
と
実
行
委
員
会

資
料
か
ら
作
成
し
た
。
神
輿
渡
御
の
各
役
割
を
誰
が
務
め
た
の
か
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
表
３
で
は
旧
戸
の
者
、
新
戸
の
者
、
旧
戸
で
は
な
い
が
新
戸
な
の
か
不
明
の
者

（
そ
の
年
度
の
記
録
に
し
か
見
ら
れ
な
い
者
）
に
分
け
て
、
神
輿
渡
御
の
役
割
分
担

に
お
け
る
各
割
合
を
示
し
た
。
昭
和
三
四
年
度
の
記
録
か
ら
は
、
全
て
の
役
割
に
つ

い
て
、
誰
が
担
っ
た
の
か
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
度
の
記
録
か
ら
新
戸
の

者
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
以
降
、
漸
次
的
に
旧
戸
の
割
合
が
減
り
、
新
戸
の
割
合
が

増
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
平
成
五
年
度
に
新
戸
が
旧
戸
を
逆
転
す
る
。
し
か
し
こ
の

逆
転
は
、
新
戸
数
が
増
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
渡
御
祭
に
携
わ
れ
る
旧
戸
が
減
っ
た

こ
と
で
起
き
て
い
る
。
次
第
に
経
験
豊
富
な
世
代
が
少
な
く
な
っ
て
い
き
、
担
い
手

全
体
の
規
模
が
縮
小
し
て
き
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
継
承
シ
ス
テ
ム
が
成
り
立
た
な

く
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

三
、
平
成
一
〇
年
代
か
ら
現
在

平
成
に
入
る
頃
に
は
、
こ
れ
ま
で
上
横
田
の
住
民
が
重
要
視
し
て
い
た
旧
戸
と
新

戸
の
社
会
的
、
経
済
的
な
違
い
は
、
世
代
を
経
る
に
つ
れ
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
。

平
成
一
〇
年
代
に
初
め
て
上
横
田
外
出
身
の
区
長
（
第
四
章
：
Ｄ
氏
）
が
誕
生
し
、

も
は
や
旧
戸
と
新
戸
の
区
別
は
日
常
生
活
に
お
い
て
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
と

い
え
よ
う
。
区
の
運
営
形
態
で
い
え
ば
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
、
こ
れ
ま
で

の
上
横
田
部
落
規
程
を
引
き
継
い
だ
上
横
田
区
規
約
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
改
め

て
現
在
の
区
役
員
の
規
定
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
区
長
は
一
期
一
年
で
通
例
三
期
務

め
る
。
次
の
区
長
は
春
の
総
会
で
決
め
ら
れ
る
。
話
し
合
い
や
総
会
に
出
席
し
た
者

か
ら
選
挙
で
決
め
る
な
ど
、
決
定
方
法
は
そ
の
時
々
に
決
め
る
。
こ
れ
ま
で
は
選
挙

で
決
め
て
い
た
が
、
現
在
は
話
し
合
い
で
出
席
者
の
総
意
を
得
て
決
め
て
い
る
。
他

の
役
員
に
は
任
期
が
な
く
、
同
じ
役
職
を
何
年
も
続
け
て
い
る
人
も
い
る
。
現
在
は

区
役
員
を
務
め
ら
れ
る
者
が
徐
々
に
減
っ
て
い
き
、
引
継
ぎ
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ

る
。渡

御
祭
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
家
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
継
続

し
て
参
加
し
て
い
た
旧
戸
や
古
く
か
ら
の
新
戸
の
者
が
、
高
齢
の
た
め
参
加
で
き
な

く
な
っ
た
り
し
て
き
た
。
こ
れ
は
全
国
的
に
都
市
部
に
人
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、

上
横
田
で
も
、
旧
戸
を
中
心
に
都
市
部
に
出
て
行
っ
た
っ
き
り
戻
っ
て
こ
な
い
人
の

増
加
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
都
市
部
へ
人
が
出
る
よ
う
に
な
り
、
本
来
家
を
継

ぐ
は
ず
だ
っ
た
世
代
が
上
横
田
か
ら
い
な
く
な
っ
た
た
め
、
引
継
ぎ
が
で
き
ず
、
昭

和
四
〇
年
代
か
ら
は
親
世
代
が
継
続
し
て
渡
御
祭
に
参
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
っ
た
。
実
際
に
役
割
分
担
の
名
簿
を
見
る
と
、
同
じ
旧
戸
の
者
の
名
前
が

昭
和
四
〇
年
度
か
ら
平
成
初
期
頃
ま
で
見
ら
れ
る
。
こ
の
頃
は
同
じ
構
成
員
に
よ
る

渡
御
祭
が
続
き
、
準
備
の
経
験
は
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
足
り
な
い
分
の
神
輿
渡

御
の
担
い
手
は
、
た
ま
た
ま
開
催
年
に
上
横
田
に
暮
ら
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
時
限

り
参
加
で
き
た
者
に
補
っ
て
も
ら
う
く
ら
い
で
、
継
続
的
に
渡
御
祭
に
携
わ
る
担
い

手
は
減
っ
て
い
っ
た
。

平
成
五
年
度
か
ら
平
成
一
二
年
度
に
か
け
て
は
、
旧
戸
の
担
い
手
が
大
き
く
減
り
、

反
比
例
し
て
新
戸
か
ら
の
担
い
手
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
旧
戸
の
担
い
手
は
、
昭
和

四
〇
年
代
か
ら
継
続
し
て
参
加
し
て
き
た
者
で
あ
り
、
高
齢
で
亡
く
な
る
こ
と
や
跡

継
ぎ
が
い
な
い
た
め
、
以
降
の
参
加
は
で
き
な
い
家
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
神
輿
渡

御
全
体
の
人
数
は
さ
ほ
ど
減
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
町
営
住
宅
の
住
民
や
他
地
区

住
民
、
町
外
に
い
る
出
身
者
に
協
力
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
平
成
一

九
年
度
に
は
当
時
の
区
長
（
第
四
章
：
Ｄ
氏
）
主
導
で
上
横
田
出
身
の
若
者
に
参
加

を
呼
び
か
け
る
な
ど
、
人
手
不
足
を
補
う
試
み
も
行
わ
れ
た
。
平
成
二
六
年
度
に
は
、

町
営
住
宅
の
住
民
や
他
地
区
の
住
民
に
、
唐
櫃
や
神
輿
を
担
っ
て
も
ら
え
な
い
か
と

実
行
委
員
会
か
ら
依
頼
が
さ
れ
た
。
神
輿
渡
御
の
規
模
は
維
持
で
き
て
い
た
が
、
準

備
の
段
階
か
ら
渡
御
祭
に
携
わ
り
、
か
つ
七
年
に
一
度
の
祭
礼
に
継
続
し
て
参
加
で

き
る
担
い
手
の
数
が
減
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
長
年
の
経
験
を
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積
ん
だ
世
代
が
急
激
に
少
な
く
な
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
上
の
世
代

か
ら
教
え
て
も
ら
い
渡
御
祭
を
経
験
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
て
き
た
継
承
が
困
難
に
な

っ
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
上
横
田
の
歴
史
と
関
連
づ
け
て
渡
御
祭
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た

の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
一
度
、
渡
御
祭
の
変
更
点
を
整
理
し
て
お
く
。

そ
し
て
、
前
回
の
平
成
二
六
年
度
渡
御
祭
か
ら
七
年
が
経
ち
、
令
和
三
年
度
は
開

催
さ
れ
る
年
に
あ
た
る
。
し
か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
影

響
に
よ
り
、
五
月
の
区
役
員
会
に
て
中
止
が
決
ま
っ
た
。
次
年
度
以
降
に
開
催
さ
れ

る
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
時
点
で
未
定
で
あ
る
。
今
の
上
横
田
の
状
況
を
見
て
こ
れ

ま
で
以
上
に
大
き
な
変
更
や
祭
礼
の
縮
小
も
視
野
に

入
れ
て
い
る
と
い
う
。

令
和
三
年
度
は
渡
御
祭
を
行
わ
ず
、
例
大
祭
の
み

行
っ
た
。
例
大
祭
で
も
氏
子
ら
が
布
施
を
届
け
に
熊

野
神
社
を
訪
れ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
事
前
に
区

長
か
宮
番
に
預
け
る
形
を
と
り
、
人
が
神
社
に
集
ま

る
の
を
回
避
し
た
。
例
大
祭
に
出
席
し
た
の
は
宮
司

を
は
じ
め
区
役
員
と
社
総
代
、
宮
番
の
み
で
簡
素
に

行
わ
れ
た
。

以
上
、
本
章
で
は
上
横
田
の
歴
史
、
社
会
的
な
変

化
と
渡
御
祭
の
歴
史
を
見
て
き
た
。
渡
御
祭
は
上
横

田
の
社
会
的
範
囲
の
内
部
に
い
る
者
が
担
っ
て
き
た
。

そ
れ
が
か
つ
て
は
旧
戸
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
〇
年

代
以
降
、
経
済
的
な
格
差
が
な
く
な
り
新
戸
の
住
民

が
増
え
て
く
る
と
、
社
会
的
範
囲
を
拡
大
し
、
新
戸

の
住
民
も
新
た
な
担
い
手
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か

し
、
同
じ
頃
次
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
世
代

が
上
横
田
を
出
て
い
き
、
新
た
な
担
い
手
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
ゆ
え
に
、
そ

の
親
世
代
が
渡
御
祭
に
関
わ
り
続
け
、
こ
の
世
代
の
間
で
は
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い

っ
た
。

し
か
し
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
、
そ
の
世
代
か
ら
の
参
加
が
急
激
に
減
り
、
蓄
積

さ
れ
た
経
験
が
下
の
世
代
に
継
承
さ
れ
づ
ら
く
な
っ
た
。
準
備
の
過
程
で
、
上
の
世

代
か
ら
教
え
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
継
承
さ
れ
て
き
た
渡
御
祭
は
、
担
い
手
そ
の
も
の

の
減
少
と
上
の
世
代
の
不
在
に
よ
っ
て
、
今
後
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
選
択
を
迫
ら

れ
て
い
る
状
況
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
渡
御
祭
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
時
代
に
よ
っ
て
渡
御
祭
の
位

表４　戦争前後の渡御祭の特徴と昭和30年代から平成26年度までの渡御祭変更点

昭和20年代まで

・区長や役員が旧戸の富裕層であり、彼らを中心に旧戸の者の
みによって渡御祭の準備が進められた。
→担い手は旧戸のみで、新戸は担うことができなかった。
・旧戸の中でも古い家、格式の高い家が随身や御色旗の役割を
担うことができた。

昭和30年代から
平成５年度

・区長を中心に準備が進められたが、新戸の住民が区役員を務
めるようにもなり、準備に携わるようになった。
→新戸の住民も渡御祭を担うようになり、神輿渡御の役割では
新戸の割合が増加した。
・一部を除き、役割分担における旧戸と新戸の違いがなくなっ
た。

平成12年度 ・これまで継続して参加してきた世代が急激に減少し、足りな
い人手を補うため、その年限りの参加者が増えてきた。

平成19年度 ・上横田出身で区外に暮らす若者に連絡し、渡御祭の手伝いに
来てもらった。

平成26年度

・随身を務める小学２年生から３年生の男児がいなかったため、
小学６年生の男児に務めてもらった。
・町営住宅の住民、他地区の住民に直会の手伝い、神輿渡御の
担い手として渡御祭への協力を依頼した。
・当初、人手が足りず演芸大会は開催されない方針だった。し
かし反対意見が出て、青年団の有志らが準備を進め、開催さ
れた。

写真５　令和３年度熊野神社例大祭　区役員が境内の清掃を行った。
出典：筆者撮影
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置
づ
け
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
上
横
田
の
運
営
形
態
と
渡
御
祭
は
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
渡
御
祭
は
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
旧
戸
に
よ
る

特
権
的
な
祭
礼
で
あ
っ
た
。
上
横
田
の
運
営
も
旧
戸
の
一
部
が
中
心
と
な
っ
て
仕
切

っ
て
い
た
。
だ
が
、
新
戸
が
担
い
手
に
加
わ
り
、
旧
戸
の
み
が
担
う
こ
と
の
特
権
性

は
失
わ
れ
、
そ
の
代
わ
り
渡
御
祭
は
神
輿
渡
御
や
芸
能
を
通
し
て
楽
し
み
を
共
有
し
、

非
日
常
を
味
わ
う
機
会
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
渡
御
祭
の
位

置
づ
け
が
住
民
の
中
で
変
わ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
上
横
田
の
運
営
形
態
で
も
、

区
会
で
旧
戸
・
新
戸
問
わ
ず
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
民
主
的
な
村
落
運

営
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
、
上
横
田
に
暮
ら
し
て
い
る
高
齢
の
住
民
は
、

自
身
が
二
〇
代
か
ら
三
〇
代
の
頃
に
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
の
楽
し
さ
が
打
ち
出
さ

れ
た
渡
御
祭
を
経
験
し
た
た
め
、
そ
の
渡
御
祭
の
形
を
次
の
世
代
に
継
承
し
て
い
っ

た
。今

の
区
役
員
の
世
代
も
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
自
身
も
楽
し
い
渡
御
祭
を
経
験
し
て

き
た
か
ら
こ
そ
、
今
後
も
渡
御
祭
や
演
芸
大
会
を
開
催
し
た
い
と
考
え
る
は
ず
だ
。

し
か
し
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
、
渡
御
祭
が
七
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
度
に
上
横

田
の
過
疎
化
が
目
に
見
え
る
形
で
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
人
手
が
多
く

い
た
た
め
周
期
的
な
開
催
も
困
難
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
人
手
が
足
り
な
く
な

っ
て
く
る
と
、
渡
御
祭
を
「
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
人
手
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
意
識
が
強
く
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
渡
御
祭
の

位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
、
七
年
に
一
度
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
義

務
感
を
伴
う
祭
礼
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

人
手
不
足
の
対
応
と
し
て
氏
子
以
外
の
人
々
に
渡
御
祭
を
担
っ
て
も
ら
う
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
過
疎
化
は
止
ま
ら
ず
人
手
不
足
も
解
消
し
て
い
な
い
。
区
の

運
営
で
も
区
役
員
は
ま
す
ま
す
忙
し
く
な
り
、
普
請
な
ど
の
共
同
作
業
も
高
齢
の
た

め
参
加
を
辞
退
す
る
人
も
増
え
て
き
た
。

渡
御
祭
は
周
期
性
を
帯
び
て
い
る
た
め
、
開
催
さ
れ
る
度
に
そ
の
時
々
の
上
横
田

の
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
え
る
。
渡
御
祭
を
通
し
て
見
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の

上
横
田
の
営
み
で
あ
り
、
祭
礼
や
区
の
運
営
に
関
す
る
継
承
の
仕
組
み
で
あ
り
、
過
疎

化
の
進
む
上
横
田
の
現
状
で
あ
る
。
令
和
三
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
に
な
っ

た
が
、
渡
御
祭
を
開
催
す
る
か
否
か
を
巡
っ
て
上
横
田
を
見
つ
め
直
す
と
、
前
回
の

七
年
前
以
降
、
加
速
し
て
い
る
過
疎
化
を
再
認
識
す
る
機
会
に
も
な
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
今
の
住
民
は
渡
御
祭
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
渡
御
祭

を
考
え
る
こ
と
は
、
上
横
田
の
今
と
将
来
を
考
え
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
渡
御
祭
に

は
時
代
ご
と
に
特
徴
が
あ
る
た
め
、
ど
の
時
代
の
渡
御
祭
を
経
験
し
た
か
で
世
代
間

の
差
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
高
齢
の
た
め
渡
御
祭
に
関
わ
れ
な
い
が
経

験
を
積
ん
で
き
た
者
、
現
役
で
区
役
員
を
務
め
て
い
る
者
、
そ
し
て
近
年
増
え
て
き

て
い
る
町
営
住
宅
の
住
民
と
い
う
よ
う
に
、
担
い
手
の
範
囲
が
拡
大
し
て
き
た
今
だ

か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
渡
御
祭
の
姿
を
、
彼
ら
の
語
り
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し

て
、
住
民
ら
の
語
り
は
、
上
横
田
の
現
在
と
今
後
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
で
も
あ
る
。

注（
１
）
い
つ
以
降
の
家
が
新
戸
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
あ
る
住
民
に
よ
れ
ば
、
戦
後
誕

生
し
た
家
が
新
戸
で
は
な
い
か
と
の
話
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
正
確
な
時
期
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
旧
戸
は
二
六
戸
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
家
々
が
新
戸
で
あ
る
と

本
稿
で
は
解
釈
す
る
。

（
２
）
こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
か
ら
昭
和
一
六
年
（
一
九
四

一
）
ま
で
は
六
年
に
一
度
渡
御
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
も
開
催

の
間
隔
は
一
定
で
は
な
く
、
戦
時
中
や
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
渡
御
祭
を
周
期
的
に
開
催

で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
七
年
に
一
度
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
六
二

年
（
一
九
八
七
）
以
降
で
あ
り
、
比
較
的
近
年
形
成
さ
れ
た
周
期
性
だ
と
い
え
る
。

（
３
）
平
成
五
年
度
九
月
号
『
広
報
か
ね
や
ま
』
に
、「
上
横
田
に
青
年
団
誕
生　

北
海
道
研

修
で
親
睦
を
図
る
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
を
参
照
す
る
と
上
横
田
青
年
団
に
つ
い
て

「
最
近
上
横
田
に
若
い
人
が
増
え
て
き
た
の
で
、
地
区
の
た
め
に
何
か
や
っ
て
み
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
結
成
さ
れ
た
」〔
金
山
町　

一
九
九
七
：
八
〇
七
〕
と
あ
る
。
同
年
度
一

〇
月
号
に
は
渡
御
祭
の
様
子
が
記
事
〔
金
山
町　

一
九
九
七
：
八
一
四
〕
に
な
り
、
青
年
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団
が
担
ぐ
神
輿
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
昭
和
四
年
度
と
昭
和
一
〇
年
度
に
は
奏
楽
が
あ
っ
た
が
、
以
降
は
消
失
し
て
い
る
。
ま

た
、
昭
和
四
年
度
か
ら
昭
和
四
〇
年
度
ま
で
神
名
旗
（
大
旗
）
が
あ
り
、
昭
和
五
三
年
度

か
ら
は
社
旗
に
名
称
が
変
わ
っ
て
い
る
。
追
加
さ
れ
た
の
は
昭
和
一
〇
年
度
に
日
月
錦
旗

（
現
在
の
社
旗
月
天
と
日
天
）、
昭
和
五
三
年
度
に
松
明
と
太
鼓
で
あ
る
。
現
在
の
神
輿
渡

御
の
役
割
形
態
は
昭
和
五
三
年
度
渡
御
祭
の
際
に
成
立
し
た
と
い
え
る
。

（
５
）「
渡
御
祭
」
を
「
御
遷
宮
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
、
上
横
田
公
民
館
の
文
書
資
料

で
も
、
明
治
時
代
の
記
録
に
は
御
遷
宮
と
あ
っ
た
。
聞
き
書
き
を
行
っ
た
際
も
、
九
〇
歳

代
の
住
民
は
「
御
遷
宮
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、「
御
遷
宮
」
と
「
渡
御
祭
」
は
記

録
の
年
度
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
、
現
在
は
住
民
の
多
く
が
「
渡
御
祭
」
と
呼
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
本
論
文
で
は
「
渡
御
祭
」
と
記
載
す
る
。

（
６
）
現
在
で
は
御
色
旗
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
記
録
で
は
昭
和
四
〇
年
度
ま
で
が
「
御

旗
」、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
「
五
色
旗
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
二
年
度
か
ら
は

現
在
の
「
御
色
旗
」
の
表
記
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
「
御
色
旗
」
と
統
一
し
て
表
記
す
る
。

文
献

Ｍ
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス　

一
九
八
九
『
集
合
的
記
憶
』
小
関
藤
一
郎
訳　

行
路
社

足
立
重
和　

二
〇
〇
四
ａ
「
地
域
づ
く
り
に
働
く
盆
踊
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
―
岐
阜
県
郡
上
市
八

幡
町
の
郡
上
お
ど
り
の
事
例
か
ら
―
」『
フ
ォ
ー
ラ
ム
現
代
社
会
学
』
第
三
号　

八
三‒

九

五
頁

足
立
重
和　

二
〇
〇
四
ｂ
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
通
じ
た
伝
統
文
化
の
継
承
―
岐
阜
県
郡
上
市
八

幡
町
の
郡
上
お
ど
り
の
事
例
か
ら
―
」『
環
境
社
会
学
研
究
』
第
一
〇
号　

四
二‒
五
八
頁

足
立
重
和　

二
〇
一
〇
『
郡
上
八
幡　

伝
統
を
生
き
る　

地
域
社
会
の
語
り
と
リ
ア
リ
テ
ィ
』

新
曜
社

井
之
口
章
次　

一
九
七
七
『
伝
承
と
創
造　

民
俗
学
の
眼
』
弘
文
堂

岩
本
通
弥　

二
〇
〇
三
「
方
法
と
し
て
の
記
憶
―
―
民
俗
学
に
お
け
る
そ
の
位
相
と
可
能
性
」

同
編
『
現
代
民
俗
誌
の
地
平　

三　

記
憶
』
朝
倉
書
店　

一‒

一
三
頁

金
子
祥
之
二
〇
二
一
「
祭
礼
を
〈
縮
小
〉
さ
せ
る
地
域
社
会
―
千
葉
県
印
旛
郡
栄
町
酒
直
の
オ

ビ
シ
ャ
―
」
牧
野
修
哉
編
著
『
変
貌
す
る
祭
礼
と
担
い
の
し
く
み
』
学
文
社　

二
八
一‒

三

一
八
頁

金
山
町　

一
九
九
七
『
広
報
か
ね
や
ま
縮
刷
版
』
第
三
巻

滝
沢
三
雄　

一
九
九
三
『
ふ
る
さ
と
上
横
田
再
発
見
』
上
横
田
老
人
ク
ラ
ブ

中
野
紀
和　

一
九
九
六
ａ
「
都
市
祭
礼
に
お
け
る
流
動
層
―
小
倉
祇
園
太
鼓
を
事
例
と
し
て

―
」『
日
本
民
俗
学
』
第
二
〇
五
号　

三
一‒

六
九
頁

中
野
紀
和　

一
九
九
六
ｂ
「
都
市
祭
礼
に
お
け
る
有
志
チ
ー
ム
の
発
生
と
機
能
―
そ
の
考
現
学

的
研
究
―
」『
生
活
学
論
叢
』
第
一
号　

一
五‒

二
七
頁

中
野
紀
和　

二
〇
〇
三
ａ
「
民
俗
学
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
課
題
と
意
義
―
祭
礼
研

究
と
の
関
連
か
ら
―
」『
日
本
民
俗
学
』
第
二
三
四
号　

一‒

三
〇
頁

中
野
紀
和　

二
〇
〇
三
ｂ
「
都
市
祭
礼
・
小
倉
祇
園
太
鼓
を
め
ぐ
る
語
り
―
―
獲
得
さ
れ
る

「
場
所
性
」」
岩
本
通
弥
編
『
現
代
民
俗
誌
の
地
平　

三　

記
憶
』
朝
倉
書
店　

一
三
九‒

一

六
三
頁

福
島
県
金
山
町　

二
〇
一
七
「
金
山
町
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
」

牧
野
修
哉　

二
〇
二
一
ａ
「
地
域
社
会
か
ら
祭
礼
を
捉
え
る
」
同
編
著
『
変
貌
す
る
祭
礼
と
担

い
の
し
く
み
』
学
文
社　

一‒

三
〇
頁

牧
野
修
哉　

二
〇
二
一
ｂ
「「
担
い
」
の
し
く
み
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
継
承
す
る
集
落
芸
能

―
長
野
県
南
佐
久
郡
小
海
町
親
沢
集
落
・
人
形
三
番
叟
―
」
同
編
著
『
変
貌
す
る
祭
礼
と
担

い
の
し
く
み
』
学
文
社　

二
三
九‒

二
七
九
頁

参
考
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

福
島
県　

生
活
環
境
部　

只
見
線
再
開
準
備
室
―
只
見
線
の
歴
史

　

https://tadam
i-line.jp/history/

（2021.12.28

）

金
山
町
―
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
一
覧　

令
和
三
年
度
金
山
町
人
口

https://w
w
w
.tow
n.kaneyam

a.fukushim
a.jp/site/opendate2/kaneyam

am
atijinkou-

reiw
a3.htm

l

（2021.12.28

）

金
山
町
―
町
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

町
の
概
要

https://w
w
w
.tow
n.kaneyam

a.fukushim
a.jp/soshiki/20/profile.htm

l（2021.12.29

）
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埼
玉
県
の
麦
脱
穀
と
「
麦
押
唄
」

―
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
と
促
す
囃
子
詞
―

榎　

本　

直　

樹

最
近
、
福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町
に
お
い
て
、
弓
状
に
し
な
っ
た
棒
が
モ
ミ
ヨ
ウ

シ
ボ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
た（１
）こ
と
を
知
っ
た
。
こ
れ
は
一
般
に
は
籾
打
棒
と
し
て
知
ら

れ
、
千
歯
扱
き
な
ど
で
脱
穀
後
、
脱
粒
し
き
れ
な
い
籾
を
打
っ
た
り
、
芒の

ぎ

を
落
と
し

た
り
す
る
用
具
で
あ
る
。
芒
と
は
、
ノ
ゲ
、
ノ
ガ
と
も
い
い
、
穀
物
の
実
の
先
端
部

分
に
あ
る
針
状
の
突
起
物
の
こ
と
で
あ
る
。
山
形
県
置
賜
地
方
で
は
籾
打
棒
を
モ
ミ

ブ
チ
ボ
ウ
と
い
う
が
、
会
津
で
は
こ
の
籾
打
ち
作
業
を
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
と
い
う（２
）。
穀

物
の
脱
粒
の
た
め
に
「
打
つ
」
こ
と
を
「
籾
お
し
」、
つ
ま
り
「
お
す
」
と
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
鈴
木
棠
三
氏
は
、
岩
手
県
胆
沢
郡
や
気
仙
地
方
の
麦
打

ち
歌
に
「
麦
押
唄
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
埼
玉
県
入
間
郡
で
も

麦
（
籾
も
）
の
穂
打
ち
を
ノ
ゲ
オ
シ
と
い
う
。
胆
沢
の
麦
押
し
も
仕
事
と
し
て
は
麦

打
ち
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る（３
）」
と
述
べ
、
脱
穀
に
お
け
る
「
○
○

お
し
」
と
い
う
呼
称
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
埼
玉
県
内
の
麦
脱
穀
に
お
け
る
「
○
○
お

し
」
と
い
う
呼
称
な
ど
を
紹
介
し
た
上
で
、
埼
玉
県
の
一
部
地
域
で
、
麦
打
ち
歌
が

「
麦
押
唄
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

麦
脱
穀
の
「
○
○
お
し
」
呼
称
と
「
お
す
」
と
い
う
表
現

麦
の
脱
穀
は
、
①
千
歯
扱
き
で
麦
の
穂
を
扱
い
た
り
、
麦
打
ち
台
に
麦
を
打
ち
付

け
て
穂
を
落
と
し
た
り
す
る
作
業
と
、
②
穂
を
唐
竿
で
打
っ
て
脱
粒
・
脱
芒
さ
せ
る

作
業
と
い
う
、
二
段
階
か
ら
な
る
。
埼
玉
県
内
で
は
、
連
枷
・
唐
竿
の
こ
と
を
ク
ル

リ
ボ
ウ
と
い
う
地
域
が
多
く
、
②
の
作
業
を
ボ
ウ
ウ
チ
、
ボ
ウ
チ
、
ム
ギ
ウ
チ
な
ど

と
呼
称
し（４
）、「
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
打
つ
」
と
表
現
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

従
来
広
く
知
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
を
ム
ギ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
シ
な
ど

と
呼
称
し
、「
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
お
す
」
と
表
現
す
る
事
例
が
一
定
の
地
域
的
広
が
り

を
持
っ
て
い
た
。
筆
者
が
市
町
村
史
や
個
人
論
文
な
ど
を
分
析
し
た
結
果
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ム
ギ
オ
シ
は
、
草
加
市
、
さ
い
た
ま
市
旧
浦
和
市
域
・
旧
与
野
市
域
、
川
口
市
、

坂
戸
市
、
と
き
が
わ
町
、
東
秩
父
村
と
い
う
よ
う
に
、
県
南
・
東
部
か
ら
県
西
部
の

秩
父
盆
地
外
縁
ま
で
の
間
に
点
々
と
分
布
し
て
い
た
。
ノ
ゲ
オ
シ
、
ノ
ガ
オ
シ
は
、

坂
戸
市
、
北
本
市
の
ほ
か
に
は
、
三
郷
市
、
八
潮
市
、
草
加
市
、
戸
田
市
、
蕨
市
、

さ
い
た
ま
市
旧
浦
和
・
旧
岩
槻
市
域
な
ど
県
南
・
東
部
に
多
く
分
布
し
て
い
た
。
ノ

ゲ
オ
シ
は
本
来
、
穀
物
の
脱
芒
作
業
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
以
上
の
地
域
で
は
、

ム
ギ
オ
シ
と
同
じ
く
前
述
②
の
唐
竿
の
作
業
呼
称
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
ノ

ゲ
オ
シ
は
、
こ
の
ほ
か
の
地
域
で
は
、
②
の
唐
竿
の
作
業
後
に
行
わ
れ
る
臼
・
杵
や

桶
で
の
補
足
（
②
で
除
き
き
れ
な
か
っ
た
芒
を
除
く
）
作
業
の
呼
称
で
あ
っ
た
。

麦
の
脱
穀
に
は
、
千
歯
扱
き
で
麦
を
「
扱
く
」、
麦
を
「
焼
く
」、
麦
打
ち
台
に
麦

を
「
打
ち
付
け
る
」、
唐
竿
で
麦
を
「
打
つ
」、
臼
・
杵
で
麦
を
「
搗
く
」、
桶
の
中

の
麦
を
「
踏
む
」
な
ど
、
い
く
つ
も
の
作
業
が
あ
っ
た（５
）。
県
内
で
は
、
こ
の
う
ち

「
扱
く
」「
焼
く
」
を
除
き
、
サ
ナ
オ
シ
（
打
ち
付
け
る
）、
ム
ギ
オ
シ
（
打
つ
）、
ク

ル
リ
ボ
ウ
オ
シ
（
打
つ
）、
ノ
ゲ
オ
シ
（
打
つ
、
搗
く
、
踏
む
）
と
い
う
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
動
作
を
含
む
作
業
に
「
○
○
お
し
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
た
。

「
○
○
お
し
」
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
が
含
ま
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。「
お
す
」
が
、

こ
れ
ら
の
脱
穀
作
業
を
含
む
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
。
仮
に
、
手
元
か

ら
前
方
に
、
あ
る
い
は
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
あ

る
、
手
ご
た
え
あ
る
対
象
物
に
物
理
的
な
負
荷
を
か
け
る（６
）状
態
を
作
り
出
す
、
そ
う

し
た
行
為
が
「
お
す
」
だ
と
す
る
と
、「
○
○
お
し
」
と
い
う
呼
称
の
中
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
動
作
が
含
ま
れ
る
こ
と
の
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。
本
来
、「
お
す
」
は
、
穀
物
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の
脱
穀
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
具
体
的
な
動
作
を
示
す
表
現
に
置
き
換

え
ら
れ
て
そ
の
領
域
を
狭
め
、
近
代
に
は
「
○
○
お
し
」
と
い
う
語
彙
や
、「
ク
ル

リ
ボ
ウ
で
お
す
」
と
い
う
表
現
に
、
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（７
）。

こ
の
「
○
○
お
し
」
と
い
う
呼
称
や
「
お
す
」
と
い
う
表
現
は
、
筆
者
が
こ
れ
を

聞
い
た
平
成
初
め
（
一
九
九
一
～
九
五
年
頃
）
の
時
点
で
、
大
正
初
め
生
ま
れ
の
話

者
の
記
憶
の
中
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
広
く
通
用
し
た
言
葉
も
、
高
度
成

長
期
以
降
、
急
速
に
消
え
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る（８
）。「
お
す
」
や
「
○
○
お
し
」
も

ま
た
、
そ
う
し
た
言
葉
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
に
忘
れ

去
ら
れ
た
の
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
「
麦
押
歌
」
と
「
お
せ
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。

麦
を
「
お
す
」
た
め
に
歌
わ
れ
た
「
麦
押
唄
」

麦
打
ち
が
、
複
数
人
の
共
同
で
行
わ
れ
る
暑
い
時
期
の
重
労
働
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
作
業
者
の
気
分
を
整
え
、
動
作
を
揃
え
て
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
作
業
に
は

し
ば
し
ば
歌
を
伴
っ
た
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
埼
玉
県
内
の
麦
作
を
総
合
的
に
調
査

し
、
分
析
し
た
『
麦
作
り
と
そ
の
用
具
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

く
る
り
棒
で
麦
を
打
つ
作
業
は
暑
い
盛
り
で
汗
が
出
る
し
、
麦
の
ノ
ゲ
が
飛
ん

で
来
る
の
で
大
変
骨
の
折
れ
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
お
さ
ね
え
で

も
い
い
か
ら
歌
わ
ね
え
か
い
」
な
ど
と
い
っ
て
人
を
呼
ん
で
麦
打
ち
歌
を
歌
い

な
が
ら
打
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る（９
）。

こ
こ
に
は
、
こ
の
作
業
で
の
歌
の
重
要
性
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
が

ど
の
地
域
の
も
の
か
記
載
は
な
く
、
発
言
の
意
味
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
中
の
「
お
さ
ね
え
で
も
い
い
か
ら
」
云
々
は
、「
ク
ル
リ
ボ
ウ
を
打
た
な

く
て
も
よ
い
か
ら
、
歌
を
う
た
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
要
請
す
る
も
の
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
松
山
市
岩
殿
の
岩
殿
山
に
あ
る
岩
殿
観
音
・
正
法
寺
が
よ
み
こ
ま
れ
た
と
い
わ

れ
る
歌
に
、「
岩
殿
山
に
鳴
く
鳥
は　

声
も
よ
し　

岩
の
響
き
で
…
…
」（
以
下
「
岩

殿
山
」
と
記
す
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
部
省
が
著
し
た
国
定
教
科
書
『
俚
謡

集
』
の
埼
玉
県
「
麦
打
歌
」
に
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
入
間
郡
二
例
、
比
企
郡
、
北
葛

飾
郡
、
秩
父
郡
各
一
例
、
計
五
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
）
10
（

。

こ
の
歌
に
つ
い
て
、『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

ム
ギ
オ
シ
ウ
タ　

麦
押
唄
。
埼
玉
県
比
企
郡
地
方
の
唄（
埼
王
郷
土
研
究
資
料
）。

　

岩
と
の
山
で
な
く
声
は
／
声
も
よ
し
音
も
よ
し
岩
の
ひ
び
き
で
／

　

伊
草
の
宿
は
長
い
宿
／
長
け
れ
ど
も
一
夜
の
宿
が
ご
ざ
ら
ぬ

こ
の
唄
と
同
じ
も
の
が
同
県
入
間
郡
に
も
あ
り
、
こ
れ
を
麦
打
唄
と
い
っ
て
い

る
が
、
そ
の
囃
子
に
「
や
れ
お
せ
そ
れ
お
せ
」
と
あ
る
か
ら
も
と
は
押
す
と
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
11
（

。

こ
の
歌
が
、
東
松
山
市
を
は
じ
め
比
企
地
方
で
は
ム
ギ
オ
シ
ウ
タ
と
呼
ば
れ
、
囃

子
詞
が
「
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
出
典
と
な
っ
た
『
埼

玉
郷
土
研
究
資
料
』
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
の
『
川
越
地
方
郷
土
研
究
』
で
は
、「
麦
押
唄
」
で
は
な
く
「
麦
打

唄
」
と
さ
れ
、「
岩
殿
山
で
な
く
鳥
は
声
も
よ
し
岩
の
ひ
ゞ
き
で　

ソ
ラ
オ
セ　

ヤ

レ
オ
セ
」（
松
山
町
附
近
）」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
12
（

。

し
か
し
、
一
九
三
八
年
、
小
西
ゆ
き
子
氏
の
「
秩
父
郡
大
椚
村
語
彙
」
に
は
、

「
ム
ギ
オ
シ
」
の
項
目
に
「
麦
お
し
唄
」
と
い
う
呼
称
と
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ム
ギ
オ
シ　

ク
ル
リ
で
麦
を
叩
く
こ
と
。
麦
お
し
唄
に
「
い
わ
ど
の
山
で
鳴
く

鳥
、
声
も
よ
し
音
も
よ
し
岩
の
ひ
ゞ
き
で
」「
お
前
さ
ん
の
か
け
た
前
掛
は
可

愛
い
あ
の
人
の
タ
レ
キ
で
出
来
た
前
掛
だ
）
13
（

」

ま
た
、
比
企
郡
川
島
町
出
身
の
郷
土
史
研
究
者
・
利
根
川
宇
平
氏
は
、
一
九
六
一

年
に
発
表
し
た
正
法
寺
の
歴
史
に
関
す
る
論
文
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
こ
の
歌
に

触
れ
て
い
る
。

（
正
法
寺
は
）「
岩
殿
観
音
」
の
名
を
以
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
る
。
関
東
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一
円
に
歌
わ
れ
た
麦
押
し
歌
「
岩
殿
山
に
鳴
く
鳥
は
、
声
も
よ
し
、
岩
の
ひ
び

き
で
…
…
」
は
小
学
校
唱
歌
に
も
な
っ
た
有
名
な
歌
で
あ
る
）
14
（

。

川
島
町
上
八
ツ
林
の
民
俗
調
査
報
告
に
は
、
麦
で
は
な
い
も
の
の
、
稲
籾
の
脱
穀

の
際
、「
こ
き
落
ち
な
い
粒
は
ク
ル
リ
棒
押
し
」
を
す
る
）
15
（

と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
川
島
町
で
広
く
ム
ギ
オ
シ
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
オ
シ
な
ど
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
利
根
川
氏
が
「
麦
押
し
歌
」
と
記
し
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
地

元
の
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
一
九
八
一
年
当
時
の
鳩
山
町
教
育
委
員
・
松
本
一
男
氏
は
、「
郷
土
民

謡
『
麦
打
唄
』
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
比
企
・
入
間
地
方
の
二
種
類
の
麦
打
ち
歌
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
麦
の
脱
穀
に
〈
コ
キ
〉
ま
た
は
〈
麦
打
ち
台
〉

を
使
っ
」
た
の
ん
び
り
し
た
歌
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
比
企
の
麦
打
唄
」
で
、

「
麦
の
脱
粒
作
業
で
あ
る
〈
く
る
り
棒
押
し
〉
の
際
に
歌
っ
た
も
の
）
16
（

」
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
比
企
郡
内
で
は
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
を
「
お
す
」
こ
と
が
自
然

で
あ
り
、「
岩
殿
山
」
の
「
麦
押
歌
」
が
広
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

囃
子
詞
と
し
て
の
「
お
せ
」

「
麦
押
歌
」
に
関
わ
る
調
査
資
料
は
、
地
元
の
東
松
山
市
内
に
は
見
あ
た
ら
な
い

が
、
一
九
九
一
年
頃
、
坂
戸
市
内
で
筆
者
が
採
集
し
た
も
の
は
、
そ
れ
に
関
わ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

岩
殿
山
で
鳴
く
鳥
は　

声
も
よ
し
音
も
よ
し
岩
の
響
き
で　

ハ
ア　

ヤ
レ
オ
セ　

ソ
レ
オ
セ

お
さ
ん
ど
ん
と
寝
る
か　

饅
頭
食
う
か　

饅
頭
い
や
あ　

お
さ
ん
ど
ん
と
寝
る

か　

ご
し
ょ
ら
く
（
後
生
楽
）　

ハ
ア　

ヤ
レ
オ
セ　

ソ
レ
オ
セ

坊
さ
ん
の
夜
這
い
は　

闇
が
よ
い　

月
夜
じ
ゃ　

衣
の
袖
が　

ぴ
ぃ
ら
し
ゃ
ら　

ハ
ア　

ヤ
レ
オ
セ　

ソ
レ
オ
セ

坂
戸
の
宿
は
長
い
宿　

長
い
け
れ
ど　

一
夜
の
宿
も
ご
ざ
ら
ぬ　

ハ
ア　

ヤ
レ

オ
セ　

ソ
レ
オ
セ

話
者
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）、
東
松
山
市
古ふ

る

凍ご
お
り

出
身
で
あ
り
、
娘
時
代
の
十

八
、
九
歳
の
頃
、
古
凍
と
野
本
境
の
野
本
用
水
の
ド
ハ
ウ
チ
（
土
手
打
ち
）
に
出
た

と
き
に
、
ほ
か
の
ド
ハ
ウ
チ
ウ
タ
と
と
も
に
、
こ
の
ム
ギ
オ
シ
の
歌
も
歌
っ
た
。
そ

れ
と
い
う
の
も
、
ム
ギ
オ
シ
の
動
作
や
リ
ズ
ム
が
ド
ハ
ウ
チ
と
同
じ
だ
っ
た
か
ら
で
、

土
手
に
向
か
い
合
わ
せ
に
立
ち
、
セ
ン
ボ
ン
ボ
ウ
と
い
う
作
業
用
の
棒
で
地
面
を
叩

き
な
が
ら
歌
っ
た
も
の
だ
と
い
う
）
17
（

。

鶴
ヶ
島
市
で
は
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
の
作
業
を
ボ
ー
チ
と
い
い
、
ム
ギ
オ
シ
な
ど
の
呼

称
の
報
告
は
な
い
。
し
か
し
麦
打
ち
歌
は
、

岩
殿
山
で
鳴
く
鳥
は　

声
も
よ
し
音
も
よ
し　

岩
の
響
き
で

ハ
ア　

そ
れ
押
せ　

や
れ
押
せ　

そ
こ
突
き
ゃ　

臍
だ
よ

三
寸
下
が
れ
ば　

生
ま
れ
た
在
所
）
18
（
だ

と
い
う
も
の
で
、
囃
子
詞
に
「
そ
れ
押
せ　

や
れ
押
せ
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が

「
突
く
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
本
来
は
「
押
せ
」
の
意
味
が
は

っ
き
り
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

東
秩
父
村
安
戸
の
麦
打
ち
歌
は
、「
麦
打
ち
」（
麦
打
ち
台
の
作
業
）
の
後
の
「
麦

押
し
」
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
、「
麦
押
し
唄
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

岩
殿
山
に
鳴
く
鳥
は　

声
も
よ
し　

音
も
よ
し　

岩
の
ひ
び
き
で

ア
ー
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ　

真ま

石い
し

も
粉
に
な
れ

七
六
歳
の
話
者
に
よ
る
と
、
男
一
〇
人
ほ
ど
で
作
業
す
る
と
き
、
隣
同
士
で
ぶ
つ

か
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
、
棒
が
く
る
り
と
回
る
よ
う
に
調
子
を
と
る
た
め
、
一
人
が

歌
い
、
残
り
の
者
が
「
ア
ー
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
」
と
囃
し
を
入
れ
た
と
い
い
、

「
た
だ
黙
っ
て
ぶ
っ
て
た
ん
じ
ゃ
（
筆
者
に
よ
る
要
約
：
ノ
ゲ
が
野
良
着
の
中
に
入

っ
て
）
体
は
痛
が
ゆ
く
な
る
し
、
あ
き
ち
ゃ
う
か
ら
う
た
を
入
れ
る
の
じ
ゃ
」
と
い

う
。
岩
殿
山
は
、
や
は
り
岩
殿
観
音
・
正
法
寺
の
こ
と
だ
と
い
う
）
19
（

。
ク
ル
リ
ボ
ウ
で

麦
を
打
つ
こ
と
を
「
ぶ
つ
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
作
業
を
「
麦
押
し
」
と
い
う
。
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「
岩
殿
山
」
の
「
麦
押
歌
」
が
、
秩
父
外
縁
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

木
村
重
利
氏
に
よ
る
と
、「
岩
殿
山
」
は
、「
武
蔵
麦
打
ち
歌
」
と
呼
ば
れ
、
関
東

一
円
に
歌
わ
れ
た
七
五
五
七
四
型
の
麦
打
ち
歌
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
入

間
・
比
企
一
帯
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
て
お
り
、
岩
殿
観
音
に
ち
な
む
も
の
と
地
元
で
信

じ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
普
通
名
詞
と
し
て
の
岩
殿
山
が
、
こ
の
地
域
の
人
々

に
よ
っ
て
固
有
名
詞
と
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
岩
殿
山
」
は
、

こ
の
形
式
の
麦
打
ち
歌
の
地
域
で
は
、
ほ
ぼ
必
ず
歌
い
始
め
の
頃
に
歌
わ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
）
20
（

。

「
岩
殿
山
」
の
歌
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、『
埼
玉
の
民
謡
』
に
は
、
入
間
郡
の

場
合
、
一
五
地
点
の
も
の
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。
囃
子
詞
の
あ
る
も
の
を
抜
き
出
す

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ　

坂
戸
市

ア
ー
ソ
レ
オ
セ
ヤ
レ
オ
セ　

川
越
市
小
仙
波
町

ア
ー
ソ
レ
ツ
ケ
ヤ
レ
ツ
ケ　

川
越
市
砂

コ
ラ
コ
ラ
ホ
イ　

川
越
市
南
田
島

ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ　

大
井
町
苗
間
、
鶴
ケ
岡

ホ
ー
イ
ホ
ー
イ　

狭
山
市
北
入
曽

ア
ー
ホ
イ
ホ
イ
ト　

所
沢
市
中
富

ハ
ー
ヨ
ン
ヤ
ラ
サ
ノ
サ　

名
栗
村
下
名
栗
（
21
）

比
企
郡
内
の
事
例
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
東
松
山
市
や
比
企
郡
か
ら
離
れ
る

と
、「
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
」
か
ら
「
ソ
レ
ツ
ケ
ヤ
レ
ツ
ケ
」「
ホ
イ
ホ
イ
」
な
ど
に

変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

県
南
・
東
部
の
麦
打
ち
歌
の
詞
章
と
囃
子
詞

旧
浦
和
市
内
で
は
、
麦
打
ち
歌
に
「
ソ
レ
押
せ
ヤ
レ
押
せ
」
の
囃
子
詞
が
主
に
用

い
ら
れ
た
）
22
（

。『
浦
和
市
史　

民
俗
編
』
に
は
三
つ
の
麦
打
ち
歌
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

麦
打
ち
歌
（
中
尾
）

　

ぼ
う
さ
ま
さ
ー
あ　

ぼ
う
さ
あ
ま
う
あ
う
と
ー

　

言
わ
り
ょ
か
さ
ー　

ぼ
う
さ
あ
ま
う
あ
う
と

　

今
年
豊
年
ほ
に
ほ
に
な
び
く　

道
の
小
柴
に
麦
が
な
る

　

押
せ
よ
押
せ
押
せ
押
さ
な
き
ゃ
ゆ
か
ぬ

　

押
せ
ば
押
す
ほ
ど
良
い
子
が
出
来
る
（
下
略
）

く
る
り
棒
押
し
歌
（
玄
蕃
新
田
）

　

し
め
た
か
十
七　

だ
い
た
ら
離
す
な　

の
っ
た
ら
お
り
る
な

　

い
や
だ
と
い
っ
た
ら　

ほ
っ
ぺ
く
っ
か
け

麦
打
ち
歌
（
大
久
保
領
家
）

　

坊
さ
ま
さ　

坊
さ
ま
さ　

名
ば
か
り　

坊
さ
ま

　

（
囃
子
詞
）　

ソ
レ
オ
セ　

ヤ
レ
オ
セ
（
下
略
）
23
（

）

最
初
の
歌
詞
の
「
押
せ
押
せ
」
や
、
最
後
の
歌
の
「
ソ
レ
オ
セ　

ヤ
レ
オ
セ
」
の

囃
子
詞
が
、
こ
の
地
域
の
ク
ル
リ
ボ
ウ
の
動
作
と
も
対
応
し
て
い
る
。
二
番
目
の
表

題
の
「
く
る
り
棒
押
し
歌
」
は
、「
く
る
り
棒
押
し
」
と
と
も
に
民
俗
語
彙
で
あ
ろ

う
。「

ぼ
う
さ
ま
」
は
「
棒
様
」、
す
な
わ
ち
ク
ル
リ
ボ
ウ
の
こ
と
と
と
ら
え
ら
れ
、

当
地
の
麦
の
脱
穀
や
、
井
戸
掘
り
な
ど
の
作
業
で
歌
わ
れ
た
。「
押
せ
よ
押
せ
押

せ
」「
お
女
郎
さ
ん
と
ね
た
い
」
な
ど
の
文
句
は
、
元
は
荒
川
の
船
頭
唄
で
、
羽
倉

河
岸
に
馬
で
荷
を
出
し
に
行
き
、
そ
こ
の
女
郎
屋
で
覚
え
て
き
た
も
の
と
い
う
）
24
（

。

「
押
せ
や
押
せ
押
せ
」
は
本
来
、
船
頭
の
竿
を
押
す
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
麦
打

ち
に
流
用
さ
れ
た
の
は
、「
お
せ
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

草
加
市
の
麦
打
ち
歌
は
、

た
だ
「
押
っ
せ
押
っ
せ
」
と
か
「
ド
ッ
コ
イ
、
ド
ッ
コ
イ
」
と
い
っ
た
掛
け
声

だ
け
で
あ
っ
た
地
区
（
吉
野
・
草
加
）
や
、「
ヤ
レ　

押
せ
押
せ　

石
山
竹
の

子　

出
が
た
い
出
が
た
い　

ホ
レ　

押
っ
せ
押
っ
せ
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
歌
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と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
地
区
（
清
門
）
が
多
い
。

「
押
っ
せ
押
っ
せ
」
の
掛
け
声
の
間
に
思
い
つ
く
ま
ま
、
即
興
的
に
様
々
な
文

句
を
入
れ
た
り
、
は
や
り
民
謡
や
流
行
歌
の
文
句
を
歌
っ
た
り
し
た
）
25
（

。

と
い
う
。
こ
こ
も
ク
ル
リ
ボ
ウ
の
作
業
を
ム
ギ
オ
シ
、
ノ
ゲ
オ
シ
と
い
う
地
域
で
あ

り
、「
掛
け
声
」
と
し
て
、「
お
せ
」
が
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

民
謡
も
や
は
り
は
や
り
歌
の
歌
詞
で
あ
れ
ば
、
本
来
の
意
味
と
離
れ
て
他
所
で
言

葉
だ
け
（
音
声
）
が
用
い
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
ム
ギ
オ
シ
や
ノ
ゲ
オ

シ
な
ど
が
あ
り
、「
お
せ
」
の
意
味
が
通
じ
る
浦
和
、
草
加
で
は
、
歌
い
手
が
意
味

を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
上
で
歌
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
潮
市
で
は
、
麦
打
ち
台
に
よ
る
ム
ギ
ブ
チ
の
歌
を
ム
ギ
ブ
チ
ウ
タ
、
ク
ル
リ
ボ

ウ
に
よ
る
ノ
ガ
オ
シ
の
そ
れ
を
ノ
ガ
オ
ト
シ
ウ
タ
と
い
っ
て
区
別
し
て
い
る
）
26
（

と
い
う
。

本
来
は
ノ
ガ
オ
シ
ウ
タ
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
浦
和
、
草
加
の
よ

う
な
「
お
せ
」
と
い
う
歌
詞
や
囃
子
詞
は
見
あ
た
ら
な
い
。

「
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
」
が
、
単
に
歌
の
調
子
を
整
え
、
勢
い
づ
け
る
だ
け
の
も

の
で
あ
れ
ば
、
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
ま
ま
の
文
句
で
広
ま

っ
て
、
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
「
オ
セ
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
に
は
、

そ
れ
ら
し
い
迫
力
も
あ
る
。
し
か
し
、
麦
の
脱
穀
を
ム
ギ
ボ
ウ
チ
と
い
う
鴻
巣
市
の

麦
打
ち
歌
に
は
、「
お
せ
」
と
い
う
歌
詞
は
見
あ
た
ら
ず
、
囃
子
詞
は
「
ヤ
ッ
シ
ョ

イ　

ヤ
ッ
シ
ョ
イ
」「
ソ
レ
打
て
ソ
レ
打
て
」「
ソ
レ
ブ
テ　

ヤ
レ
ブ
テ
」
な
ど
）
27
（
地
域

の
言
葉
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
麦
打
ち
歌
の
囃
子
詞
は
、
や
は
り
具
体
的

な
動
作
を
促
す
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
北
本
市
で
も
っ
と
も
歌
わ
れ
て
い
た
と
い
う
麦
打
ち
歌
が
、

ハ
ァ
ー
ヨ
ウ
ー　

五
月
が
来
る
と
思
い
出
す

日
が
暮
れ
て
よ　

庭
に
麦
が
万
石

ア
ー
ヤ
レ
ヨ
セ
ソ
レ
ヨ
セ
ヤ
レ
ヨ
セ
ソ
レ
ヨ
）
28
（
セ

と
歌
い
、
囃
子
詞
を
「
ヤ
レ
ヨ
セ　

ソ
レ
ヨ
セ
」
と
い
う
の
は
、「
ヤ
レ
オ
セ　

ヤ

レ
オ
セ
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
の
、
苦
し
い
合
理
化
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

お
わ
り
に

東
松
山
市
か
ら
東
秩
父
村
に
か
け
て
、
ム
ギ
オ
シ
作
業
の
際
に
「
岩
殿
山
」
な
ど

の
ム
ギ
オ
シ
ウ
タ
が
歌
わ
れ
た
。
旧
浦
和
市
域
な
ど
で
も
、
歌
は
違
っ
て
も
、
同
様

に
「
ヤ
レ
オ
セ
ソ
レ
オ
セ
」
と
い
う
囃
子
詞
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
囃
子
詞
が
、
作

業
の
調
子
を
整
え
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
作
業
者
に
呼
び
か
け
、
ク
ル
リ
ボ
ウ
で

打
つ
動
作
を
促
す
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
２
民
俗
２
』
の
民
謡
の
項
目
で
は
、
麦
打
ち
唄

を
「
麦
押
し
唄
と
か
棒
打
ち
唄
と
か
ノ
ギ
落
と
し
唄
と
い
っ
て
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
る
）
29
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
埼
玉
の
民
謡
』
は
、「
岩
殿
山
」
の
歌
に
つ
い

て
、「
比
企
の
麦
打
唄
で
、
古
来
農
民
が
麦
の
脱
粒
作
業
で
あ
る
、
く
る
り
棒
押
し

の
際
に
歌
っ
た
も
の
で
す
）
30
（

」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
民
謡
研

究
者
に
は
、
麦
打
ち
歌
の
理
解
を
通
じ
て
、「
麦
打
」
を
「
麦
押
」
と
も
い
う
こ
と

が
、
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
岩
殿
山
」
の
地
元
で
あ
る
『
東
松
山
市
史
』
に
は
、
こ
れ
が
「
麦
打

歌
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
）
31
（

、「
麦
押
唄
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
調
査
し

た
一
九
八
〇
年
頃
の
時
点
で
、
地
元
で
は
す
で
に
「
○
○
お
し
」
と
い
う
呼
称
や

「
お
す
」
と
い
う
表
現
が
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
と
は
い
え
、

一
切
言
及
が
な
い
の
は
、
過
去
の
資
料
が
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
「
麦
打
ち
唄
」
は
、
こ
れ
を
「
刈
り
取
っ
た

麦
の
穂
の
ノ
ゲ
を
庭
な
ど
で
打
ち
落
と
す
時
の
労
作
唄
」
と
し
、「
麦
棒
唄
・
ボ
ー

チ
唄
な
ど
と
も
い
う
」
と
説
明
す
る
）
32
（

。「
麦
押
唄
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

古
い
こ
と
ば
が
地
元
の
人
々
か
ら
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、

研
究
者
の
側
が
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
自
戒
し
た
い
。
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付
記　

ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
久
野
俊
彦
氏
、
大
久
根
茂
氏
、
西
郊
民
俗
談
話
会
の
大

島
建
彦
氏
、
小
池
淳
一
氏
、
畠
山
豊
氏
ほ
か
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
次
回
、

関
東
の
麦
打
ち
の
後
処
理
ま
た
は
代
替
と
し
て
の
「
麦
お
し
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
す
。

注（
１
）『
開
館
記
念
展　

会
津
只
見
は
民
具
が
い
っ
ぱ
い
！　

一
万
点
』（
た
だ
み
・
モ
ノ
と
く

ら
し
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
企
画
展
図
録
第
１
集
）、
二
〇
二
二

（
２
）「
籾
打
棒
」『
日
本
民
俗
大
辞
典　

下
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇

（
３
）
鈴
木
棠
三
「
唄
と
臼
と
」『
民
謡
研
究
』
二
の
二
～
五
、
一
九
三
八
、
二
～
八
。（『
説

話
民
謡
考
』〈
三
一
書
房
、
一
九
八
七
〉
に
再
録
）。
埼
玉
の
ノ
ゲ
オ
シ
に
は
唐
竿
、
臼
・

杵
の
両
様
が
あ
る
が
、
胆
沢
の
場
合
は
臼
・
杵
の
作
業
で
あ
る
（『
胆
沢
町
史
九　

民
俗

編
二
』
一
九
八
七
）。

（
４
）『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
１　

民
俗
１
』、
一
九
八
八

（
５
）
小
川
直
之
「
日
本
の
脱
穀
具
と
脱
穀
法
」（『
府
中
市
農
具
展　

農
具
は
語
る
多
摩
の
近

代
』
府
中
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
）
の
、
五
つ
の
麦
の
脱
穀
法
、
千
歯
扱
き
法
、
焼

麦
法
、
打
付
け
法
、
穂
叩
き
法
、
穂
搗
き
法
と
、
雑
穀
の
足
踏
み
法
に
基
づ
く
。

（
６
）「
お
す
」【
押
・
圧
】『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇
三
／
『
日
本

国
語
大
辞
典
』
初
版
、
小
学
館
、
一
九
七
六
／
第
二
版
で
考
察
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
久
野

俊
彦
氏
か
ら
、
初
版
の
記
載
を
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
モ
ミ
ヨ
ウ
シ
で
の
、
棒
や
板
で
穀

物
を
圧
し
て
脱
穀
す
る
こ
と
が
「
お
す
」
の
起
源
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
７
）
拙
稿
「
埼
玉
県
に
お
け
る
麦
脱
穀
の
作
業
呼
称
と
そ
の
機
能
―
「
麦
お
し
」「
芒
お

し
」
と
「
ク
ル
リ
ボ
ウ
で
お
す
」
こ
と
」『
埼
玉
民
俗
』
四
八
、
二
〇
二
三
（
予
定
）

（
８
）
か
つ
て
埼
玉
・
東
京
で
広
く
通
用
し
た
「
こ
ぞ
」「
こ
ぞ
」
と
猫
を
呼
び
つ
け
る
言
葉

が
、
都
市
部
で
は
猫
の
名
と
化
し
、
一
部
の
農
村
部
に
ま
だ
ら
状
に
残
っ
て
い
た
も
の
の
、

昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
急
速
に
消
え
、
現
在
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
／
拙
稿
「
ま
だ
尋

ね
て
い
な
か
っ
た
こ
と
―
あ
と
や
り
、
ね
こ
と
こ
へ
こ
、
猫
を
呼
ぶ
「
こ
ぞ
」」『
埼
玉
民

俗
』
四
五
、
二
〇
二
〇

（
９
）
大
舘
勝
治
・
柳
正
博
「
文
字
で
綴
る
麦
作
り
と
そ
の
用
具
」（
埼
玉
県
立
歴
史
資
料
館

編
『
麦
作
り
と
そ
の
用
具　

埼
玉
西
北
部
を
中
心
に
』
同
館
、
一
九
八
五
）

（
10
）『
俚
謡
集
』
第
五
版
、
大
正
五
年　

一
九
一
六

（
11
）
民
俗
学
研
究
所
編
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
平
凡
社
、
一
九
五
五

（
12
）
藤
川
モ
モ
ヨ
編
「
歌
謡
」『
川
越
地
方
郷
土
研
究
第
四
冊
完
結
篇
』
埼
玉
県
立
川
越
高

等
女
学
校
校
友
会
郷
土
研
究
室
、
一
九
三
六

（
13
）
小
西
ゆ
き
子
「
秩
父
郡
大
椚
村
語
彙
」『
方
言
』
八
巻
二
号
、
一
九
三
八

（
14
）
利
根
川
宇
平
「
正
法
寺
中
興
開
山
栄
俊
に
つ
い
て
」『
日
本
歴
史
』
一
五
七
、
日
本
歴

史
学
会
、
一
九
六
一
・
七

（
15
）『
埼
玉
の
民
俗
』（
埼
玉
県
民
俗
資
料
緊
急
調
査
）
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
六

（
16
）『
さ
い
た
ま
の
民
謡　

ふ
る
さ
と
に
歌
い
継
が
れ
る
唄
』
県
政
情
報
資
料
室
、
一
九
八

一

（
17
）『
坂
戸
市
の
民
俗
２　

赤
尾
の
民
俗
』
一
九
九
三

（
18
）『
鶴
ヶ
島
町
史　

民
俗
社
会
編
』
一
九
九
二

（
19
）
埼
玉
新
聞
浦
和
支
局
編
『
う
た
を
訪
ね
て
』
さ
き
た
ま
出
版
会
、
一
九
七
八

（
20
）
木
村
重
利
「
民
謡
の
歌
詞
―
埼
玉
県
の
麦
打
ち
唄
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
埼
玉
県
史
研

究
』
一
五
、
一
九
八
五

（
21
）『
埼
玉
の
民
謡
―
埼
玉
県
民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一

（
22
）『
埼
玉
の
民
謡
』

（
23
）『
浦
和
市
史　

民
俗
編
』
一
九
八
〇

（
24
）『
埼
玉
の
民
謡
』

（
25
）『
草
加
市
史　

民
俗
編
』
一
九
八
七

（
26
）『
八
潮
市
史　

民
俗
編
』
一
九
八
五

（
27
）『
埼
玉
の
民
謡
』
／
『
鴻
巣
市
史　

民
俗
編
」
一
九
九
五

（
28
）『
北
本
市
史　

第
６
巻　

民
俗
編
』
一
九
八
九

（
29
）『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
２　

民
俗
２
』
一
九
八
六

（
30
）『
埼
玉
の
民
謡
』

（
31
）『
東
松
山
市
史　

資
料
編
第
５
巻　

民
俗
編
』
一
九
八
三

（
32
）『
日
本
民
俗
大
辞
典　

下
』
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―

雑
報

月
例
談
話
会

毎
月
第
三
日
曜
日
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
月
例
談
話
会
は
、
当
面
は
申
込
み
制
と

い
た
し
ま
す
。
参
加
申
込
は
、
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
願
い
ま
す
。
変
更
等
、

逐
次
ご
確
認
願
い
ま
す
。

第
八
三
〇
回　

令
和
四
年
一
二
月
一
八
日

岩
船
山
高
勝
寺
『
岩
舩
山
地
蔵
菩
薩
縁
起
』（
全
五
巻
）
に
つ
い
て	

林　
　

京
子

太
鼓
の
ば
ち
石
・
雷
棒
石
の
伝
承
と
縄
文
時
代
の
石
棒

　

―
福
島
県
只
見
町
大
倉
の
タ
イ
コ
バ
チ
石
棒
―	

久
野　

俊
彦

山
伏
神
楽
詞
章
に
み
え
る
陰
陽
道
的
要
素	

小
池　

淳
一

弓
矢
を
つ
が
え
る
セ
イ
ノ
カ
ミ
―
東
京
西
郊
域
の
事
例
か
ら
―	

畠
山　
　

豊

東
日
本
に
お
け
る
穀
物
脱
穀
の
「
お
す
」
表
現	

榎
本　

直
樹

尾
張
の
龍
泉
寺	

大
島　

建
彦

第
八
三
一
回　

令
和
五
年
一
月
一
五
日

「
麦
打
ち
」
の
後
始
末
、
代
わ
り
と
し
て
の
「
麦
お
し
」	

榎
本　

直
樹

雛
人
形
、
五
月
人
形
、
祓
と
陰
陽
道	

史　
　

乃
琛

里
修
験
研
究
の
動
向
と
課
題	

小
池　

淳
一

門
位
牌
覚
書	

畠
山　
　

豊

信
濃
町
の
現
状	

大
島　

建
彦

第
八
三
二
回　

令
和
五
年
二
月
一
九
日

五
龍
王
説
話
の
民
俗
芸
能
化
―
山
伏
神
楽
の
場
合	

小
池　

淳
一

孫
太
郎
を
探
し
て
―
そ
の
一	

林　
　

京
子

茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
馴
馬
の
オ
ピ
シ
ャ
由
来
書
「
山
王
天
王
奉
射
祭
始
之
事
」

　

―
オ
ビ
シ
ャ
の
三
足
烏
的
の
由
来
―	

榎　
　

美
香

東
北
の
「
籾
お
し
」
と
関
東
の
「
芒
お
し
」「
つ
た
っ
か
お
し
」	

榎
本　

直
樹

唐
竿
の
こ
と
な
ど	

畠
山　
　

豊

信
濃
町
の
現
状
（
二
）	

大
島　

建
彦

新
入
会
（
令
和
四
年
一
月
～
令
和
五
年
一
月
）

　

青
木　
　

龍　
　

鈴
木　

英
恵

　

関
口　

靜
雄　
　

滝
沢　

智
宏

　

中
葉　

博
文　
　

法
木　
　

航

問
い
合
わ
せ
先

　

会
務
担
当
（
入
退
会
・
談
話
会
等
）

　
　

榎
本
直
樹　

〒350-1123　

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
二
六‒

六

ド
ル
チ
ェ
川
越
四
〇
九

　
　

Ｅ
メ
ー
ル　

inari@
ceres.ocn.ne.jp

　

会
誌
編
集
担
当

　
　

久
野
俊
彦　

〒329-0433　

栃
木
県
下
野
市
緑
四‒

六‒

七

　
　

Ｅ
メ
ー
ル　

hto4sano@
yahoo.co.jp



　
西
郊
民
俗
　
第
二
六
二
号

　
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月
十
九
日

〒
一
一
二‒

〇
〇
〇
五

東
京
都
文
京
区
水
道
二‒

三‒

一
五‒

四
〇
三
　
小
池
方

西
　
郊
　
民
　
俗
　
談
　
話
　
会

振
替
口
座
　
〇
〇
一
八
〇‒

二‒

八
九
四
四
〇


